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（午前９時５９分 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから文教上下

水道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、楢村委員

を指名いたします。 

 昨日に引き続いて、議案第１号所管分及

び議案第１０号所管分の審査を行います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは、質疑をさせて

いただきます。５項目に絞って質問をいた

しますのでよろしくお願いします。 

 まず平成３１年度一般会計予算書の２

８ページ、２９ページです。 

 下段のほうにあります児童福祉費負担

金の市立保育所保育料と私立保育園保育

料の分について、ちょっとお聞かせいただ

きたいんですけれども、まず、この保育料

の歳入の部分を見てまして、１０月に幼児

教育の無償化の部分があるので、それを鑑

みて歳入の予算をつけたのかと思ってい

ます。まず市立保育所保育料についてなん

ですけれども、前年度と比較して、これ同

額だったんですよね、８，１９３万６，０

００円。私立保育園保育料については、２

億３，１６４万２，０００円が平成３０年

度の歳入の予算で、今回が２億５７２万５，

０００円です。１０月から無償化になると

いうことで、前年度ベースで市立保育所保

育料は、同額とされたのかなという感じで

思ったんですけれども、市立保育所保育料

を同額にするのであれば、私立保育園保育

料が２，６００万円ほど予算が減って、私

立保育園だけ幼児教育無償化を鑑みて減

らしたというのはどうかと思いました。市

立保育所保育料のほうが前年度ベースで

いくのであれば、私立保育園保育料は、園

がふえたりして増額するのが普通なのか

なと思ったので、ちょっと私立保育園保育

料は２，６００万円ほど予算を減らしてい

る部分について、どういうふうな理由なの

かというところをお聞かせください。 

 二つ目なんですけれども、これちょっと

保育料の減免のことについてお伺いさせ

ていただきたいんですけれども、私、決算

審査のときに、保育料の減免の話について

させてもらいました。内容はといいますと、

お子さんの疾病が原因で１か月近く保育

所に行かせられなかった保護者からの話

を多分僕したと思います。そのことを受け

て、吹田市の事例も出して、１か月で１５

日以上休んだら、半額になるような話とか

させてもらったと思うんですけれども、僕

その減免をすることに難しいというふう

にはちょっと思っていないので、この内容

について、どういうふうになっているのか

ということをちょっとお聞かせいただき

たいなと思います。２点目は以上です。 

 ３点目、ちょっと待機児童の件について

お聞かせいただきたいんですけれども、待

機児童の話をする前に、予算概要５４ペー

ジ、民間保育所等入所承諾事業、こども教

育課に係る部分なんですけれども、保育士

確保支援補助金の予算が１，４２８万円つ

いているんですけれども、保育園を通じて

１０万円払うみたいな話は昨日の委員会

の中でもあったと思うんですけれども、こ

の１，４２８万円に対する積算根拠を１０

万円の補助金以外にもあるのかどうかも

含めて、内訳についてお聞きしたいなと思

います。 

 それで４点目は、きのうからずっとあり

ます働き方改革の話についてなんですけ

れども、予算概要１１０ページで、学校教

育課に係る部分で、学校マネジメント支援

事業、これ７５７万６，０００円あるとい
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うことで、前年度の３００万円から増額し

ているのは、ことしはスクールサポーター

３人が７人になったということを聞いて

いますので、この中身についてお聞きした

いのが、代表質問のときに、教育次長のほ

うもパーセンテージで答えられていまし

たが、このスクールサポーターが３校に入

ったことによって、超勤時間が４８％小学

校は減りましたと、中学校が２３％減りま

したということでした。それで昨日、三好

委員のときの答弁の中で、味生小学校です

かね、３４時間で４８％減りましたと。第

三中学校の部分について１８時間で２

３％減りましたというような話があった

と思うんですけれども、具体的に時間数が

出てきて、パーセンテージが出てきたこと

によって、分母というか、大もとの超勤時

間を逆算するとどちらも大体７０時間ぐ

らいの計算になるんです。そこでまず１回

目にお聞きしたいのは、味生小学校と摂津

小学校と第三中学校に３人つけました。結

果的には、味生小学校の部分が３４時間削

られて、第三中学校が１８時間削られたけ

れども、小学校と中学校でのこの時間の下

がり方に開きがあることに対して、まずど

ういった原因が考えられるのか、１回目お

聞きしたいと思います。 

 最後５点目は、学童保育の件です。 

 昨日も弘委員のほうからいろいろ話が

あって、代表質問の中でも学童保育のほう

の話はあったので、まずちょっとお聞きし

たいのは、仮にこの予算が通ったら、平成

３２年４月に向けて進められるというこ

となんですけれども、ちょっとスケジュー

ル的な話について、学童保育室運営引継業

務委託料１０２万円という予算もついて

いる引き継ぎを含め、平成３１年度の４月

から３月までの間でのプロポーザルの予

定やその流れについてお聞きします。あと、

きのう弘委員が説明会の話とかもされて

いて気になったのが、社会福祉法人と学校

法人だけに限らないというか、担保されて

いないようなことですが、今までの質問の

経過からして、社会福祉法人と学校法人以

外でというところはちょっと考えていな

いところがあるので、スケジュール感の流

れと、実際保護者に説明会に行くに当たっ

て、社会福祉法人や学校法人、それ以外に

なるかもしれないというようにも答えて

いらっしゃるのかどうかも含めて、ちょっ

と１回目は、両方あわせてちょっと答弁を

お願いします。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわりますご質疑にお答えい

たします。 

 まず予算書２８ページ、２９ページの市

立保育所保育料、それから私立保育園保育

料についてでございます。 

 無償化につきましては、１０月に実施予

定とされておりますけれども、まだ決まっ

ていない事項もございますので、平成３１

年度の補正予算で対応したいと考えてお

ります。当初予算として、現状制度の１年

分を想定して予算のほうを計上させてい

ただいております。その中で私立保育園の

保育料が減額しているわけなんですけれ

ども、これは認定こども園の保育料の徴収

につきましては、市が徴収するのではなく、

自園のほうで徴収されることになります。

平成３１年度に鳥飼さつき園、それから摂

津ひかり保育園、正雀ひかり園、この三つ

が認定こども園に移行される予定となっ

ておりますので、保育料のほうを減額して

いるという状況でございます。 
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 二つ目、児童の病気やけがで保育所を長

期に休む場合の保育料の減免についての

質疑でございます。 

 決算審査でもご質問いただきましたが、

他市の状況も確認した上で内部での検討

を行ってまいりました。本市でもやはりそ

ういった方々については、一定配慮も必要

であろうという方向で今のところ検討を

しております。ですけれども、要綱の整備

とか、民間園の周知等も必要でございます

ので、すぐに開始できるというわけにはい

きませんので、今のところ１０月無償化に

合わせて周知も行った上で実施していき

たいと考えております。 

 三つ目、予算概要の５４ページ、民間保

育所入所承諾事業の保育士確保支援補助

金についての質疑でございます。 

 内訳ということで、こちら保育士宿舎借

り上げ支援補助金、こちらの分も含まれて

おります。これは平成２７年度から実施し

ているものなんですけれども、引き続きこ

の予算計上をさせていただいております。

その分が８２８万円、こちらは平成３０年

度の予算と同額とさせていただいており

ます。 

 それに加えて就職支援補助金として６

００万円、こちらのほうを計上させていた

だいております。合計しまして、１，４２

８万円ということで、予算のほうを計上さ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわります学校マネジメント支援

事業のスクールサポーターの小・中学校で

の効果の差の原因についてご回答申し上

げます。 

 こちらの効果、削減時間の差につきまし

ては、小学校、中学校の勤務のあり方に違

いがあることから起きたのではと考えて

おります。小学校の方が教員の授業時間数、

持ち時間数が多くあり空き時間数が少な

い状況がございます。スクールサポーター

は教員が授業をしている時間に印刷業務

とか、授業準備をすることができるので、

小学校のほうに効果が高かったのではな

いかと考えております。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まずスケジュ

ールについてであります。 

 選定につきましては、子ども・子育て会

議において、部会を設けていただきまして、

選定作業を進めていきたいというふうに

考えております。この予算をご可決いただ

きました後、新年度に入って、速やかに選

定委員会を立ち上げまして、業務仕様書、

また募集要項等について協議を行ってい

く予定でございます。 

 また、選定した事業者における指導員を

確保するための期間等も考慮した上で、で

きる限り早い時期に事業者のほうを選定

し、保護者への説明、業務の引き継ぎを行

ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 ２点目の事業者についてでございます。

今回ですね、当初は全ての法人というとこ

ろから考えておったんですけれども、これ

までのいろいろな説明会、また子ども・子

育て会議の意見等を受けて、まず今回委託

については、初案件の委託ということもあ

りまして、社会福祉法人、また学校法人と

いうところで、現在限定をさせていただい

ているところでございます。今後、学童保

育に求められるニーズとか、その辺の状況

がまた変わってきたときに、それらに耐え

得るような事業者ということも、今後は将
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来的には考えていかないといけない部分

もあるのかなと思っておりますが、基本的

には、社会福祉法人、学校法人で進めてい

きたいと思っておりますし、現時点では、

学校法人、社会福祉法人を中心に募集のほ

うをやっていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 １点目の保育料につい

ては、とりあえず１０月無償化になる分に

ついては、補正でされるということで、あ

と認定こども園３園の件については、ちょ

っと私は把握していなかったので、その分

で減るということは理解いたしました。 

 それと次に、保育料減免の件なんですけ

れども、決して難しいことではないと思う

んです。それを含めて準備するのに時間が

かかるということはわかりますし、この平

成３１年度からぜひということを無理に

言うわけではないんですけれども、やっぱ

り１か月近く保育所に行けなくて、結果的

に保護者の方もついて休んでるんですね。

その休みが結果、ほぼ有給休暇でとったと

いうことでありますので、保護者の方の休

暇がどれぐらいあるか私はわかりません

けれども、やっぱりそういったこともある

ので、吹田市がやってて、摂津市ではでき

へんということはないと思いますし、子ど

もに付き添って一部有休を使って休まれ

ているわけですから、そういったサポート

する部分については、ぜひつけてあげてほ

しいなと思っております。内容については、

これからもいろいろ協議が必要だとは思

いますし、要綱も変えないといけないので、

時間はかかると思うんですけれども、その

辺はやっぱりちょっと考えていただきた

いなと、決算審査のときにも言いましたけ

れども、同じような形でよろしくお願いし

ます。 

 保育士確保支援補助金の件なんですけ

れども、内訳については、理解いたしまし

た。ちょっと２８万円というところが気に

なっていたので、宿舎借り上げで８２８万

円ということで、残りは６００万円。残り

は６００万円ということからすると、これ

６０人分というふうになるんですかね。ち

ょっとさっき１回目に聞こうと思って忘

れていたのですけれども、この１０万円の

補助金を出すに当たって、補助要綱か何か

で定められた条件とかあるのか。何でかと

いうと、保育士を目指している人を支援す

るという形で補助金を出すこと自体には

全然文句はないんですけれども、正直、仮

に４月から働かれたとなると、どれぐらい

保育所に保育士として働き続けるのか、要

綱とかに補助金を出すに当たっての条件

とかいうふうなことがあるのであれば、そ

のあたりについてちょっと教えていただ

けますか。 

 次に、働き方改革の部分で、小学校の超

勤時間の減が多くなったということにつ

いて答弁を受けたんですけれども、何で中

学校は１８時間かということのほうが逆

に気になっていまして、今の答弁は小学校

の部分で、中学校の部活の部分もあるんで

すよね。きのうの答弁の中でも、部活の部

分で５人配置できるという話があったと

思います。この部活の問題でいうと、いろ

いろある部の中でかわりの人が入れる部

があるのかなということがすごく気にな

ってて、絶対顧問が必要な部があったりし

て、意外にこの５人を配置する現状という

のがすごく難しいのではないかなと思っ

ているんですよ。第三中学校で２３％減り

ましたという報告を昨日受けたんですけ
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れども、実際、部活動の指導員５人の人数

さえ確保できれば、ほとんどの部活が充て

られるものなのかどうかということは、ち

ょっと私はわからないので、その辺につい

て、おわかりでしたらお聞きしたいなと思

っています。 

 学童保育の話なんですけれども、指導員

の確保の面ですね、今のスケジュールの中

で指導員の確保のこともあるので、できる

だけ早目にというお話であったと思いま

す。保育士と指導員というのは違いがある

かもわからないんですけれども、今これだ

け保育士不足と言われている中で、社会福

祉法人でも学校法人でも、３校分を補える

指導員が、そう簡単に見つかるのかなと思

っているんです。もう今の流れからいった

ら、平成３２年の４月からは全校延長保育

をやるということについては、変えられな

い現状であると思っているので、やり方は

いろいろと思います。今は、民間保育、特

に学校法人や社会福祉法人の中で決めて

いきたいという話はあるんですけれども、

平成３２年４月手前になっても指導員が

集まらないという可能性はまだあるのか

なというふうに思っています。延長保育の

ニーズに応えていくということについて

は、手法はともかくとして全議員が、別に

これは反対するところではありません。だ

からこれは、平成３２年４月から実施でき

る形で、ぜひお願いしたいと思います。 

 先ほども言いましたように、学校法人、

社会福祉法人から別のところにするとい

うことはやめておいていただきたいなと

は思っているんですけれども、平成３２年

４月からの実施に向けては、これは必ずや

り通していただきたいと思っていますの

で、強く要望しまして、学童保育の問題に

ついては、終わります。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわります質疑にお答えいた

します。 

 就職支援補助金を受けるための要件に

ついてでございます。まず、市内の民間保

育所、認定こども園、小規模保育事業所で

正職員として採用された方、平成３１年４

月１日以降に採用された方と。それからあ

と、継続して１年以上勤務されることとい

うこと。それから、この補助金を受けられ

るのは１回までとさせていただきます。さ

らに、宿舎借り上げ支援事業との併用は、

不可とさせていただきたいということで

考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわります２回目の質問にご答弁

申し上げます。 

 部活動の指導員を確保さえすれば時間

外勤務の削減になるものなのかという質

疑に対するご回答ですが、市内５名の配置

している部活動の指導員の配置について、

各学校に対してヒアリング等を行って、ど

の部活の指導員を配置すれば効果的に活

用できるかということを聞き取り、その部

活動の指導員を募集するということをし

ております。ただ、先ほどご指摘のとおり

配置をすれば、その人数をふやせば、時間

外勤務が減っていくのかというのでいき

ますと、なかなか難しいところもございま

す。なので、中学校の部活動にかかる時間

外の削減に向けては、スポーツ庁の部活動

のガイドラインの策定を受けて、摂津市の

部活動のガイドラインの改訂を本年度行

っております。そのガイドラインでは、休

養日の設定や、部活動の時間の設定を行い、
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全体の部活動の時間の削減に向け今後学

校とともに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 保育士確保支援補助金

対象の保育士について、正職であることと、

継続１年以上であることということで、中

身についてはわかりました。きのうの話の

中で、園を通じて支払われるということが

あったんですけれども、支払いの形なんで

すけれども、１年以上の継続勤務で、１年

過ぎてからの支払いになるのか、事前に払

って、それを満たされなければ返してもら

うような話になるのか、それについてはま

たちょっと教えてください。 

 それでこの待機児童の話で、一斉受付の

ときが６２１人で、事前に送付されたのが

４９７人で、待機児童が１６４人というこ

とですが、４９７人と１６４人を足すと６

６１人になりますので、最初の６２１人か

ら、あと４０人がそれ以降に来たという話

になると思います。今一旦待機という形に

なっている人が１６４人いますが、待機児

童は、昨年４月の待機児童４４人よりは減

る見込みであるが、待機児童がゼロになる

のはちょっと難しいみたいな話だったと

思います。その中でちょっと聞きたいのは、

今回保育所の入所に当たって、例えばＫＥ

ＮＴＯひまわり園と同様に、保育士不足が

あって、定員まで達していない保育園がＫ

ＥＮＴＯひまわり園のほかにあるのかど

うかということをまずお聞きします。それ

と、待機児童というのは、ゼロ歳から５歳

児まであって、大体低年齢児に寄っている

と思うんですが、仮に、その定員のところ

まで保育士が足りないことによって、待機

になっているという状況あるとしたら、こ

れもし、ＫＥＮＴＯひまわり園が１５０名

定員までの保育士の確保ができていたら、

今予測される４４名以下の人数からさら

に待機児童を減らすことができたと思い

ます。だから、まず保育士不足になってい

る園があるのかということと、待機児童を

埋めるには、おおよそで保育士がどれだけ

足りないのかということについてお聞か

せください。 

 働き方改革の話なんですけれども、正直

部活動での話は結構しんどいのかなと思

っています。今後いろいろ時間を減らす施

策というか、働き方改革の進め方の中で、

水曜日を一斉退校日にするという話を聞

いています。正直水曜日の一斉退校日につ

いては、どうなのかなとちょっと私は思っ

ていて、例えば市役所の職員と教職員では、

全然立場も違いますが、今市役所では、水

曜日と金曜日がノー残業デーになってい

ます。水曜日と金曜日に残業した職員につ

いては、ほかの曜日で残業しなかった日を

充てる形で人事課に報告をしているよう

になっていると思うんですけれども、職員

からは、水曜日も金曜日もノー残業デーに

なっていることでの、いろいろな不平不満

も実際に聞いています。この水曜日の一斉

退校日については、ことしの４月から今ま

で試行的にやっていて、６時以降残れない

となったときに、以前であれば持って帰っ

て家でするとかいうふうなことはあった

かもしれませんが、今は個人情報の関係も

あるので、市役所の職員より学校の教職員

のほうが業務的にはやっぱり個人情報を

扱うことがさらに多いと思うんで、結果的

に持って帰れない。それ以上はできない。

水曜日の時間外の部分を削って減らす形

になるのかもしれないですけれども、何か

逆にストレスを呼ぶのではないかという

思いがあります。今まで試行的にやった状
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況も含めて、この水曜日の一斉退校日につ

いて、ちょっとどうお考えか。それをする

ことによって、本人の意識向上につながる

のであれば、僕は悪いこととは言いません

けれども、ちょっとそのあたりについてお

聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 まず就職支援補

助金の支給時期でございますけれども、保

育で必要な物品等の購入に充てていただ

きたいと考えておりますので、できる限り

早い時期に支給したいと考えております。

１年未満で退職された方につきましては、

返金していただく予定でございます。 

 もう一つ、待機児童についてでございま

すけれども、来年度も安威川以北圏域で待

機児童が発生するという状況は変わらな

いというふうに想定しております。その中

で、安威川以北圏域で入所予定数は、定員

から大きく下回っておりますのが、先ほど

おっしゃっていただきましたＫＥＮＴＯ

ひまわり園、こちらのほうが２号、３号の

定員１５０名に対して７７名、もう一つ、

正雀ひかり園、こちらのほうが２号、３号

の定員が１６５名に対して１２２名とい

う数で今調整のほうを行っているところ

でございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 野本部参事。 

○野本教育総務部参事 それでは、教職員

の働き方改革に係ります一斉退校日等に

つきましての質疑にお答えをいたします。 

 そもそも教職員の勤務につきましては、

委員がご指摘のとおり非常に多忙な状況

が続いており、変えていかなければならな

い喫緊の課題であると捉えております。勤

務時間を減らすためには、今の仕事の量、

これを減らしたり、なくしたりして整理す

ること、それから人をふやすこと、それか

ら枠組みを設けること、さまざまな手法が

あると考えております。今回の水曜日を一

斉退校日とするものは、その枠組みの一つ

であると捉えております。これで全てが賄

えるとは思っておりません。そのような中、

実際教育委員会としましては、今年度一斉

退校日を試行的に実施をしまして、一定必

要であることが検証できましたので、次年

度より本格的に実施したいと考えている

ということが一つございます。実際には枠

組みを設けることだけでは、委員がおっし

ゃるように、教職員のストレスであるとか、

いろいろな不満等も考えられることもご

ざいますので、教育委員会としても必要な

支援を行うということから、このスクール

サポーター、先ほども中学校も小学校も実

数を申し上げましたけれども、両方ともに

これは効果のあることだと捉えておりま

す。そのような中、あと部活動に指導員で

あるとか、その他顧問を支援していくため

の環境整備に教育委員会としては努めて

いくということで、内容を整理するととも

に、それから人をふやすことについても支

援していきたいと考えています。この枠組

みを設けることにつきましては、あわせて

教職員もみずから働き方に関しての意識

を変えていく必要性があろうかと思って

います。そのような中、時間のマネジメン

トということも一つの考え方として必要

だと捉えております。こういったことにつ

いては、管理職を通じて教育委員会として

も指導していきたいと思いますが、全て総

論的に、この働き方改革に係る取り組みを

教育委員会としてはあらゆる角度からサ

ポートしていきたいと考えております。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 
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○楢村一臣委員 まず、待機児童の件なん

ですけれども、具体的な保育士の人数がど

れぐらい必要か答弁は出なかったんです

けれども、やっぱり今、箱があってもそこ

に保育士が足りないことによって預けら

れないという問題については、ほかの委員

からも出ていますが、できるだけ多く受け

られる環境をつくっていくということで、

平成３１年度から１０万円の補助金を出

すということにされたと思いますので、補

助金を出すというからには、やっぱり民間

園もいろいろな形でアプローチしていっ

て、できるだけ保育士確保に努めていただ

けるよう、市のほうから十分アプローチし

ていただきたいと思います。やっぱりみん

な利便性のいいところ、いい環境を求めて

やってきますので、千里丘新町や三島の新

しいマンションも立地的にすごく利便性

のいい場所であると思うんで、これからも

どんどん入ってくると思うんです。入って

くる中で、保育所に預けなければならない

お子さんがおられる人も来るでしょうし、

これからそこに来られてからお子さんを

産まれて保育所に預けようとされる方も

いると思うので、これからまだまだ少子化

と言われてても、やっぱりそういうふうに

人は集まってきますので、箱の確保ももち

ろん大事だと思いますし、保育士不足を何

とかして、少しでも入れられるような環境

を整えていくことも非常に大事だと思い

ます。市として力を入れてやっていただき

たいなというふうに思いますので、要望と

いたしておきます。 

 働き方改革の問題で、いろいろな事情が

あって、これからどんどんサポートが必要

ということはおっしゃるとおりだと思い

ます。それで、お聞きしたいのが、今回３

人のところからサポーターが７人にふえ

たということで、３人が１５人とか、１６

人とかにならなかった現状については、す

ごく残念に思います。いろいろ学校の状況

に応じて、職員の時間外の差とかもあるで

しょうし、やっぱり置かれている環境とか

いうふうな形も全然違うと思うんです。こ

の増員した４人をどこに配置するのかと

いうことがすごく大変やなと思っていま

す。１５校を見直した上で７人の配置をす

るのか、やっぱり味生小学校と摂津小学校

と第三中学校は残した上で、残りの４人を

４校に配置するのかということを考える

のは大変で、今小学校のほうが結果が出て

いるということで、仮に小学校を中心に置

くとすれば、学校間格差が開いてくるとす

ごく思うんです。中学校に置けば、まだ小

学校に置くよりはましなのかなと思うん

ですけれども、４人についてどこに置くと

かいう話は恐らく決まっていないのでは

ないかなとは思います。今、３人が１５人

になっていない中、８０時間や１００時間

も時間外とかされている方もおられる状

況で、これどうするのか今答えを出せる話

ではないと思うんですけれども、今の３人

から７人になった時点で、どういうふうに

お考えになられているのか、最後にちょっ

とお聞かせください。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 ３人から７人に増

員したスクールサポーターの配置のあり

方をどのように行うかについてお答え申

し上げます。 

 このサポーターの配置につきましては、

全校に配置希望の調査をかけております。

大事なのはやはり学校がサポーターを活

用して、どのように学校の業務改善を進め

ていくのかという考え方です。ビジョンが

しっかり持てているところに配置してい
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きたいと考えています。ただ、優劣がつけ

づらい場合もあるので、その場合について

は、平成３０年度の時間外の勤務時間が長

い学校に優先的に配置していこうと考え

ております。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 この働き方改革につい

ては、いろんな手法、いろんな考え方があ

ると思います。でも、先ほど野本部参事も

おっしゃられていたように、やっぱりまず

は人の配置が有効であるということにつ

いては、私も同意見で、あとのいろんな枠

組みのことについては、それはそれで考え

ていこうと、私もそういうふうに思ってお

ります。本当に何で１５人にならずに７人

なんやと思っていまして、とにかくどうい

うふうな形で７校を決めるかどうかわか

りませんけれども、残りの８校との格差と

いうのは、やっぱり出てくると思うんです

よね。今後のことを考えたときに、７人の

ままずっととまってしまって、同じ学校で

固定していったら極端に差が開きます。や

っぱり平成３２年度、平成３３年度、平成

３４年度とどうしても７人しかいないん

だったら、これ順番に回すしかない。 

 そういうふうになるのではなくて、最低

でもやっぱり各学校に格差を生まないよ

うに、まず１校１人ずつは置けるように進

めていってほしいというふうに強く要望

して、質問を終わりたいと思います。 

○安藤薫委員長 ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５９分 休憩） 

（午前１１時 ３分 再開） 

○安藤薫委員長 それでは、再開します。 

 議案第２号及び議案第１１号の審査を

行います。 

 本２件について補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 議案第２号、平成３

１年度摂津市水道事業会計予算につきま

して、目を追って、主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 予算書３０ページ、平成３１年度摂津市

水道事業会計予算実施計画説明書をご参

照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は、前年度に比べ３，９９１万７，００

０円の増額でございます。これは、水需要

の増加によるものでございます。 

 目２受託工事収益は、前年度に比べ３１

９万円の減額でございます。これは、公共

下水道工事に伴う、給配水管移設工事費の

減少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ１１

６万１，０００円の増額でございます。こ

れは、下水道使用料徴収受託料の増加によ

るものでございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ３１

万１，０００円の減額でございます。これ

は、消火栓管理負担金の減少によるもので

ございます。 

 目５その他営業収益は、前年度に比べ９

５万９，０００円の減額でございます。こ

れは、主に工事検査手数料の減少によるも

のでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、前年度に比べ１０万２，０００円の

減額でございます。 

 目２土地物件収益は、前年度に比べ１０

４万３，０００円の増額でございます。 

 目３納付金は、前年度に比べ５，７１６
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万８，０００円の減額でございます。これ

は、大規模開発による新築件数の減少によ

るものでございます。 

 ３２ページ、目４他会計負担金は、前年

度に比べ２５１万２，０００円の減額でご

ざいます。これは、主に経営戦略策定経費

負担金の減少によるものでございます。 

 目５長期前受金戻入は、前年度に比べ１

４２万５，０００円の増額でございます。

これは、補助金等の長期前受金について、

減価償却費見合いを収益化しているもの

でございます。 

 目６雑収益は、前年度に比べ２万７，０

００円の増額でございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目１原水・

浄水及び送水費は、前年度に比べ２，６３

８万２，０００円の増額でございます。こ

れは、主に大阪広域水道企業団からの受水

費の増加でございます。 

 ３６ページ、目２配水・給水費は、前年

度に比べ１８１万８，０００円の増額でご

ざいます。これは、主に給配水管に係る修

繕費や漏水修理跡の舗装復旧工事費の増

加によるものでございます。 

 ３８ページ、目３受託工事費は、前年度

に比べ２６８万９，０００円の減額でござ

います。これは、主に公共下水道工事に伴

う給配水管移設工事費の減少によるもの

でございます。 

 ４０ページ、目４業務費は、前年度に比

べ２９４万５，０００円の増額でございま

す。これは、主にシステム改修委託料の増

加によるものでございます。 

 ４２ページ、目５総係費は、前年度に比

べ１，３２３万９，０００円の減額でござ

います。これは、主に水道ビジョン等策定

業務委託料の減少によるものでございま

す。 

 ４８ページ、目６減価償却費は、前年度

に比べ３，５１８万２，０００円の増額で

ございます。これは、主に機械及び装置の

更新による増加でございます。 

 目７資産減耗費は、前年度に比べ２，１

３８万８，０００円の減額でございます。

これは、固定資産の除却費の減少によるも

のでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ６０万９，０

００円の増額でございます。これは、企業

債の利子償還金の増加によるものでござ

います。 

 目２消費税は、前年度に比べ皆増の２，

２８３万１，０００円の増額でございます。 

 目３雑支出は、前年度と同額の２００万

円でございます。 

 項３、目１、予備費は、前年度と同額の

１，０００万円でございます。 

 続きまして、５０ページ、資本的収入で

ございますが、款１資本的収入、項１、目

１企業債は、前年度に比べ２億８，０４０

万円の減額でございます。これは、施設改

修事業債の減少によるものでございます。 

 次に、資本的支出で、款１資本的支出、

項１建設改良費、目１施設改修費は、前年

度に比べ６億４，７６４万９，０００円の

減額でございます。これは、主に施設改修

工事費の減少によるものでございます。 

 目２固定資産取得費は、前年度に比べ４，

３２０万７，０００円の減額でございます。

これは、主に水質モニター購入費の減少に

よるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、前年度に比べ

６，２２４万円の増額でございます。これ

は、主に配水管布設工事費の増加によるも

のでございます。 
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 ５２ページ、項２、目１企業債償還金は、

前年度に比べ７，８７６万６，０００円の

増額でございます。 

 項３、目１交付金返還金は、前年度に比

べ６７万６，０００円の増額でございます。

これは、交付金により賄った課税仕入れに

係る消費税相当額を返還するものでござ

います。 

 項４、目１予備費は、前年度と同額の５

００万円でございます。 

 以上、平成３１年度摂津市水道事業会計

予算の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号、平成３０年

度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

につきまして、目を追って、主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書１３ページ、平成３０年度摂

津市水道事業会計補正予算実施計画説明

書をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目２受託工

事収益は、９２４万円の減額で、これは、

公共下水道工事に伴う給配水管移設工事

費の減少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目２配水・

給水費は、７０３万８，０００円の減額で、

これは、主に量水器修理費の減少によるも

のでございます。 

 目３受託工事費は、８３１万６，０００

円の減額で、これは公共下水道工事に伴う

給配水管移設工事費の減少によるもので

ございます。 

 目５総係費は、２５３万９，０００円の

減額で、これは、主に人件費の減少による

ものでございます。 

 目６減価償却費は、１，１９３万３，０

００円の減額で、これは、有形固定資産減

価償却費の減少によるものでございます。 

 目７資産減耗費は、１億７，０５３万６，

０００円の増額で、これは、固定資産除却

費の増加によるものでございます。 

 １４ページ、項２営業外費用、目１支払

利息及び企業債取扱諸費は、２０８万６，

０００円の減額で、これは、企業債利息の

減少によるものでございます。 

 次に、資本的支出でございますが、款１

資本的支出、項１建設改良費、目１施設改

修費は、８，０００万円の減額で、これは、

施設改修工事費の減少によるものでござ

います。 

 目２固定資産取得費は、３，５０９万円

の減額で、これは、主に水質モニター購入

費の減少によるものでございます。 

 以上、平成３０年度摂津市水道事業会計

補正予算（第３号）の補足説明とさせてい

ただきます。 

 よろしくお願いします。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、数点質問させ

ていただきます。 

 平成３１年度摂津市水道事業会計予算

書に基本的に基づいて質問させていただ

きます。 

 ３０ページですね。増税が理由でことし

の給水収益のほうは昨年よりも増額とい

う説明は受けたんですけども、内容として

は、本当にその増税分だけなのか、ちょっ

と改めてお聞きしたいです。それだけなら、

それだけでいいんですけれども。 

 続きまして、３５ページですね。節１１

燃料費、施設用燃料なんですけども、約１

５万円ほど燃料費が上がっているんです

けども、その理由についてお教えいただけ
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ればなと。 

 もう一つが、節１４通信運搬費なんです

けども、電話料及び専用回線使用料のほう

が１００万円ほど下がっております。台数

が減ったのか何なのか、その理由について

教えていただきたいのと、あとあわせて補

正予算で３８５万８，０００円、電話交換

機購入費を削減しているところなんです

けども、なぜこれは取りやめたのか、ちょ

っと経緯を詳しく教えていただければな

と思います。 

 続きまして、３７ページですね。次亜塩

素酸ナトリウム等、消毒液等かなと思うん

ですけど、これも予算が５００万円ほど上

がっているんですかね、これについても理

由をちょっと教えていただきたいです。 

 同じページの節３６保険料です。自動車

損害賠償責任保険料、細かいことなんです

けど、これは３万円ほど安くなっています

んで、なぜなのか教えていただきたいです。 

 ３９ページですね。車両の燃料費が１０

万円ほど上がっていますけども、これにつ

いての理由を教えていただければなと思

います。 

 同じく節３６保険料、こちらについても、

保険料が下がっていますので、理由につい

て教えていただければなと思います。 

 続きまして４３ページですね。節１６手

数料、金融機関口座振替手数料、これ、昨

年、銀行口座振替手数料だった分なのかな

と思うんですけども、倍額近くなっている

理由について、ちょっと教えていただきた

いです。 

 ４７ページですね。節１５委託料の分で、

予防接種委託料、これは定期的な分かなと

思うんですけども、一応、昨年にはなかっ

たので、内容についてお教えください。 

 節１６手数料のところで、金融機関手数

料の内容について教えていただきたいの

と、クリーニング代がなくなったのはなぜ

なのか。昨年度、クリーニング代が計上さ

れていたので、恐らく何かがなくなったと

思うんですけど、その内容についてお教え

ください。 

 同じく節１８賃借料で、寝具借上料がな

くなっているところも教えていただきた

いです。 

 続きまして、５１ページですね。補正な

んですけど、水質モニター購入費がかなり

減っているんです。これの理由について、

ことしの予算にも上がっていないので、な

ぜ補正で下げたのか、あわせて教えていた

だきたいです。 

 この補正予算なんですけど、ちょっと今、

部長から説明は受けたんですが、支出の減

価償却費のところで、有形固定資産の分が

減額したので、この１，１９３万３，００

０円が減ったというふうにお聞きしたん

ですけども、恐らく何かをつくらなかった

のかなということだと思うんですけども、

何をつくらなかったのか、詳しく教えてい

ただければなと思います。 

 平成３１年度企業債元利償還予定表の

５９ページの分なんですけども、昨年度分

が平成３０年３月２６日発行の財務省の

分と、その下の平成３０年３月２９日の分

ですね、去年の段階では借り入れ予定額だ

ったと思うんですけども、大幅な減少で借

り入れられているんですけども、これは理

由としてはどういった形なのか。地方公共

団体金融機構に関しては、半額以下の借り

入れになっていると思うんで、なぜこうい

う形になったのか、教えていただきたい。 

 あわせて、それが低かったせいなのか、

ことしの今年度の分がかなりの金額にな

っているんですけども、そこについてもち
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ょっと教えていただければなと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 林部参事。 

○林上下水道部参事 給水収益の増の３，

９００万円強の部分なんですが、消費税の

２％の増額プラス今年度のトレンドを見

ますと、大口需要家の部分で、若干、水量

が上がっております。それも加味しまして、

使用水量の増の部分も含めての３，９００

万円強でございます。 

 もう一点、料金課にかかわる部分で、金

融機関の口座振替手数料の増額なんです

が、これは手数料が今年度まで１件当たり

４円の部分が、市長部局も含めまして、１

件当たり１０円に改定になっており、倍以

上の金額の手数料を支払う予定で金額を

組んでおります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

質疑にお答えさせていただきます。 

 補正予算のほうで、電話交換機の購入費、

全額減額させていただいたという形でご

ざいます。 

 昨年度、当初予算で、この時期に予算計

上させていただきまして、上下水道部統合

によって職員が増加し、電話回線が足らな

い状態でという形で計上させていただい

ていたんですけども、電話交換機、昨年度

末に大きな故障というか、電話がつながら

ない状況が発生しまして、その辺で、昨年

度予算の部分で緊急にやらせていただき

ました経緯がございます。 

 平成２９年度の時点での電話交換機の

購入、交換をやらせていただき、不用額と

いう形をとらせていただきながらやらせ

ていただいた中で、今年度の予算の中では

全額減額させていただいたところでござ

います。 

 それと、予防接種委託料でございますが、

予算書４７ページの予防接種委託料のほ

うでございますが、こちらのほう、破傷風

の予防接種といいまして、現場作業される

方、一般会計のほうにもあるかと思います

が、私どもの水道の修繕作業、下水道のほ

うはまた別立てになっているかと思いま

すが、現場作業をされる方、１０年に１回

ぐらいの間隔で破傷風の予防接種という

ものを、労働安全関係の部分で予防接種を

計上しております。ここは、新しい部分で

あるかと思います。 

 寝具借上料でございますが、寝具借上料

のほうにつきましては、今回の議案の条例

改正の部分でもあったかと思いますけれ

ども、宿日直業務というのは、今まで職員

の方にやっている中では、寝具の借上、布

団をやらせていただいていたんですけれ

ども、その辺が平成３０年度から委託とい

う形で、委託事業者のほうで布団の用意を

していただく形の中で削減というところ

でございます。 

 最後ですが、５９ページ、企業債につき

ましては、昨年度、当初予算を組ませてい

ただきました。それで、それを用いまして

当初予算どおり執行していたところでご

ざいますけれども、昨年の６月の議会でも

ございましたけれども、電気計装装置のほ

うで繰り越しをさせていただいたという

ところで、昨年度の分、２億３，５００万

円については、繰り越した分の中で、その

ときにもお話しさせていただいたんです

けれども、企業債のほうについても繰り越

しをさせていただいたというところでご

ざいます。 

 あと、金融機関手数料のほうでございま
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すが、今年もそうなんですが、銀行のほう、

口座振替手数料、派出経費のほうの関係で、

銀行が指定金融機関が３行ございまして、

今後、三菱ＵＦＪ銀行も撤退されるという

ことで、なかなか銀行のほうも経営が厳し

いと。その辺で１年間検討・協議を進めて

いた中で、今回、組戻し手数料と言いまし

て、一回振り込み依頼をかけて返ってきた

分を、もう一度、銀行のほうが振り込みを

する場合、今まで指定金融機関とうちのほ

うで無償でという形でやっていたんです

けれども、銀行のほうも人件費がかかると

いう中で、手数料を来年度からいただきた

いというような状況で、先ほどの料金課長

のほうからも答弁がありましたが、銀行の

ほうからの提示の中で、組戻し手数料が含

まれてきたというところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、三好委員の質

疑にお答えさせていただきます。 

 まず、施設燃料費のお問いに関してです

けど、これは太中浄水場の管理事業で、送

水所に、自家発電機がございます。この分

の燃料費が、単価が上がってきているとい

うことで、増額になっております。 

 次に、通信運搬費についてのお問いにつ

いて、お答えさせていただきます。 

 太中浄水場にある電気計装装置なんで

すけども、今年度末をもって新品に変わる

という形になっております。ここ２年、以

前のものと今回の新しいものと併用して

動かすこともありましたものですので、前

の分がアナログ回線のもの、新しく取りか

えている分がデジタル回線になっており

ます。ここ２年間、それの併用という形に

なっておりましたので、ここ２年間だけ、

通信運搬費が上がっていた形になってお

ります。 

 来年度からは、デジタル１回線になりま

すので、その分だけ減少したと、こういう

形になっております。 

 次に、薬品費の増額についてのお問いに

ついて、お答えさせていただきます。 

 これにつきましても、ほぼ薬品の使用量

については変わらないんですが、やはり見

積もりで単価がふえております。費用が上

がっているということで、額が大きくなっ

ております。 

 それから、燃料費につきましてですけれ

ども、車両の燃料費ですけれども、これも

やはり燃料の単価が上がっているという

ことと、あとプラス消費税の分が上がって

おりますので、これでその辺の分が増額と

いう形で影響したものであろうと考えて

おります。 

 次に、水質モニターについてのお問いに

ついて、お答えさせていただきます。 

 平成３０年度では、購入費ということで、

これは５台購入させていただきました。補

正で下げさせていただいていますのは、契

約が終わりまして、既に設置は終わって、

その差金が出た分についての減額となっ

ております。 

 今回ゼロになっていますのは、今年度に

つきましては、新たに機械の取りかえがな

いということで、減額になったということ

でございます。 

次に、保険料につきましては、車の車検

の台数が減少したということで、保険料が

下がっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 １２番目にお問

いのございましたクリーニング代等、昨年

度、クリーニング代等がございましたんで
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すが、昨年度まで環境フェスティバルに参

加しておりました中で、はっぴとか、施設

のカーテン等をクリーニングに出してい

て、洗濯のクリーニング代にかける経費と

いうのは、できるだけコストのほうを縮減

しないといけない状態の中で、今年からみ

ずから洗濯機で洗うというような、クリー

ニングに出さずに内部努力をさせていた

だきたいなというところの予定です。 

 細かいところではございますけれども、

そういう形をとらせていただいていると

ころでございます。 

 それと、１４番目にございます減価償却

費の減額でございますけど、減価償却費に

つきましては、当初予算、２号補正と同じ

ですが、３億４，６１１万１，０００円で、

１，１９３万３，０００円の減少でござい

ます。 

 内容としましては、機械装置、太中浄水

場は、今、電気計装装置をやらせていただ

いている中で、今まで経理手法でございま

すけれども、本体工事に追加機器の追加で

今まで電気計装装置をやっていったと。当

初予算でも、そのような考えも、経理手法

的には、問題はないというところでござい

ましたが、ただ、その辺の中で、追加機器

というか、今回の場合、全部を取りかえる

という中で、全体の装置につきましては、

全て減価償却の残りの除却をさせていた

だいた。 

 当初予算の中では、ことし減価償却費１

年分を計上していたんですけれども、それ

が除却するもので、減価償却費が減額にな

ったというところでございます。 

 それと、もう一点、工具備品で、マッピ

ングシステムについても同じような内容

で、当初予算では、減価償却の予算を組ん

でいたんですけども、最終的に除却という

形をとった内容の中で、総額として１，１

９３万３，０００円の減額補正をお願いす

るところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 では、２回目、質問させ

ていただきます。 

 給水収益については、大口需要家が上が

っているということですね。２％の増税だ

けでこんなに上がるものなのかと思いま

したんで、ちょっと聞かせていただきまし

た。 

 最近、確かに大口需要家が上がっている

と聞いていたんですけど、しばらくそうい

うのが続きそうなのかどうなのか、また例

えばそれは一時的な、何か要因があっての

ことなのか、少し数年先まで見れるものな

のか、段階的にまた上がっていくものなの

か、その見通しだけちょっと教えていただ

ければなと思います。 

 燃料費については、単価が上がっている

ということで理解しました。 

 その燃料というのは、ガソリンになるん

ですか。どういった燃料になるのか教えて

いただきたいです。 

 電話機については、電話機が購入を先に

やったので補正で減額したというのは理

解できたんですが、通信費自体が減ってい

る理由には多分なってないと思うんです

けども、電話料及び専用回線使用料自体が

昨年が３８２万４，０００円で、今回１０

０万円ほど減って２８１万円なんですが、

その辺の理由について、ちょっと教えてい

ただければ。回線が減ったのか、何か交換

したことによって単価が下がったのか教

えていただきたいです。 

 次に、次亜塩素酸ナトリウムで、単価が

上がっているというのは理解しました。こ
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れは、具体的にどれぐらい上がっているの

か、ちょっと教えていただければなと思い

ます。 

 ６番、保険料、車とかの台数が減ったと

いうのは理解しました。昨年、車両購入費

で充てられていたので、その分で必要なく

なった分が、ことしになって出てきたのか

なというふうに理解しました。大丈夫です。 

 ７番、もう一度燃料の分ですね、３９ペ

ージのほうの燃料の部分ですけれども、こ

れもどういった燃料なのか、あわせて教え

てもらえればなと思います。 

 ８番の保険料に関しても、先ほどと一緒

で、大丈夫です。 

 ９番、金融機関口座振替手数料の分です

かね、４３ページの倍増している分ですね。

これは、１０円というのは、かなりの値上

げになっていますね。時代の流れはキャッ

シュレスにむいていて、最近はＱＲコード

の「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」やらがは

やっていますけど、ちょっとこれは直接関

係ないのかもしれないんですけど、キャッ

シュレス化についての近況をあわせて教

えていただけたら。 

 これ、金融機関の手数料というのは、お

客さんが口座振替する手数料だと思うん

ですけど、ここまで上がってくるとクレジ

ット払い等との手数料的には近づいてき

たのかなと思うんですけど、その辺のちょ

っと見解について教えていただきたいで

す。 

 寝具借上料は、宿日直業務の委託に入っ

たということで内容は理解しましたんで、

寝具借上料については、大丈夫です。 

 クリーニング代のはっぴ等についても

理解しました。 

 洗濯機で自前で洗っていただいて、努力

していただくということでお願いいたし

ます。 

 続きまして、水質モニターのほうは、必

要なくなった分の差金が出たということ

で説明いただいたんで、理解いたしました。 

 ちょっと１点全然わからなかったんで、

もう一回教えてほしいんですけど、５９ペ

ージの件、もう一度説明いただいていいで

すかね。ちょっと意味が余り理解できなく

て、発行金額が見込みより少なくなってい

るところ、もう一回、詳しく教えていただ

きたいです。 

 補正に関しては、減価償却費の分は、も

ともと計上予定だった分を、言ってしまえ

ば、破棄したということですよね。破棄さ

れたので、減価償却で上がらなかったとい

うことで理解しました。 

 ２回目は、以上です。 

○安藤薫委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 給水収益の今後の

見通しということなんですけれども、大口

需要家の部分は、ちょっと給水装置関係を

変更されまして、受水槽をつくられたり、

それ以降で水量的に若干伸びがあります

ので、もちろん企業ですから、景気には左

右されるとは思いますが、今の状況であれ

ば、同じぐらいの伸びが見込めるかなと思

います。 

 今後は、千里丘新町が全部入居が開始に

なりますので、使用水量は若干伸びるかな

とは思います。 

 ただ、金額的には、単価が違いますので、

大口需要家が伸びるのと一般家庭の戸数

がふえるのでは、増の幅が違うということ

です。 

 金融機関の口座振替の手数料が倍以上

上がるということなんですが、これはもう

以前からずっと金融機関のほうからは依

頼がありました。 
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 ただ、本来的には、金融機関の口座振替

手数料は５０円というところなんですが、

北摂各市、みんな３円のところとか４円の

ところがありまして、３円のところの市で

は、平成３０年度から１０円の手数料を支

払っていることもありまして、全体的には、

そこが落としどころということで、市長部

局に合わせて、上下水道部も来年度からで

す。 

 お客様の利便性を考えて、クレジット払

いとか、その他の方法がとれないかなとい

うことで検討はしておるんですけれども、

クレジットの場合は、その都度払いと定期

的に引き落とす場合と、いろんな方法があ

りまして、ちょっとまだ踏み込めていない

ところです。 

 ただ、手数料的には、何とか近づいては

来ているのかなと思うんで、コンビニの支

払いの郵送料とコンビニの手数料を合わ

せて１１０円を超える金額ですので、それ

ぐらいの金額で折り合いがつくのであれ

ば、クレジットも踏み込みたいなとは思っ

ております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 ５９ページ、企業

債の質疑の内容であったと思います。 

 企業債につきましては、先ほどもお話し

させていただいたところでございますけ

れども、この５９ページで言いますと、財

務省の１億５，８００万円、地方公共団体

１億６，０００万円というところでござい

ます。 

 企業債につきましては、当初予算の中で

いきますと、ある程度の部分は、執行差金

という部分では、減額というのが発生して

いるところでございます。 

 先ほどお話しさせていただきました、こ

の平成３０年度に向けてもそうでござい

ますが、企業債につきましては、ある程度、

初めに当初予算を組む中で現場の詳細設

計した中では、起債を、そこまで全額借り

入れる必要もないと思いますので、大体８

０％を目途に借りているところでござい

ます。 

 前回、変更点がございましたんですけど

も、もともと６月議会、電気計装の関係で、

財務省で３億６，５７０万円、地方公共団

体金融機構で４億８，６００万円のところ

は変更はなかったかと思うんですけども、

平成３０年度でございますけれども、平成

２９年度に繰越報告の中で、２億３，５０

０万円、ここで言いますと、下から二つ目

だと思うんですが、２億３，５００万円の

分は、昨年度から繰り越しという形になっ

てきております。工事本体の支払いが繰り

越しになった分、起債の分も繰り越しにな

ってきたというところで、下から二つ目の

分は、平成２９年度の分の繰り越しという

形。 

 その上下の２億３，５００万円と下の３

億６，５７０万円は、今年度工事の分の、

新しくこれから先でございます。今月末に

借り入れをする予定の金額を記載させて

いただいているところでございます。 

 ことしに限っては３段ございます。下か

ら３つが、ことし、平成３０年度に起債を

借り入れる分でございます。一番上が地方

公共団体金融機構の分が、電気計装のこと

し分の企業債でございます。２段目の分が、

同じく地方公共団体金融機構の分が、昨年

度の借り入れた分の繰り越しの起債と、最

後の一番下の財務省の分が、配水管整備事

業に出す起債の分という形で、ことしに限

って言いますと、３段になっているかと思

います。 



- 20 - 

 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 それでは、三好委員

の２回目の質疑に、お答えさせていただき

ます。 

 まず、施設の使用燃料についてですけれ

ども、これはＡ重油と言われるもので使用

させていただいております。 

 次に、薬品費についての詳細な説明であ

ります。太中浄水場の自己水を浄水するた

めに主に三つの薬品を使っておりまして、

それが次亜塩素酸ナトリウムとＰＡＣと

言われるものと苛性ソーダと、この３点が

ございます。 

 それぞれなんですが、順を追っていきま

すと、次亜塩素酸ナトリウムのほうが約３

円ほど、それからＰＡＣのほうが５円、苛

性ソーダのほうが３円ほど単位当たり上

がっておりますので、それに対して使用量

をかけあわせますので、額としてはふえて

きた形になっております。 

 次に、車両のほうにつきましては、燃料

費、主にガソリンを計上しております。 

 それから、通信費のほうなんですが、電

話料及び専用回線使用料ということで、専

用回線使用料のほうの答弁ができており

ませんでした。 

 先ほどご説明させてもらったとおり、こ

の通信運搬費は、各送水所と太中浄水場に

ある電気計装装置と監視のデータをやり

とりするものでございまして、これを、今、

新しいものはデジタル回線で、前のものは

アナログ回線です。 

 この回線の使用料というものがありま

して、これとプラス回線に信号を送り出す

使用料と、これらの二つが合わさって、通

信運搬費になっております。ですので、内

訳にはこのように書かせていただいてお

ります。 

 先ほど話しさせてもらったとおり、アナ

ログがなくなると、２回線あったものが１

回線になるとご理解していただければよ

ろしいかと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ３回目、詳しくお聞きさ

せていただきます。 

 給水収益に関しては、少しだけ明るいの

かなという、本当に少しだけだと思うんで

すけど、議員になってから何年か聞いてい

た中では、少し初めてふえたような、いい

話題だなと思いました。 

 こればっかりは、利用者の意思次第にな

ってきますんで、難しいところがあって、

努力のしようもないと思うんですけど、よ

かったなというふうに理解いたしました。 

 続きまして、一緒にお聞きしたんで、金

融機関口座振替手数料のほうなんですけ

ども、前回からずっと言わせていただいて

いるんですけど、普通、電気代やらガス代

やらは、月１回請求が来るんですが、水道

代というのは、２か月に１回しか請求が来

ない中、時代の流れもあって、共働きの世

帯の方とか、家をよく留守にする方も多い

とは思うんです。その場合、払い込みに行

くのをやっぱりつい忘れがちになってし

まう。請求書類と一緒に要らんチラシとか

もいっぱい入っていて、紛れ込んで捨てた

りする人も中にはいるでしょうから、最近

の人とかはよくクレジットも使いますん

で、クレジットでしたらクレジット会社が

かわりに払っておいてくれますんで、それ

に関しては、払い忘れがなくなる。それと

口座振替というやり方もあるんですけど、

それはそれで手間を感じる人もいるみた

いで、クレジットでしたらポイントとかも
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たまるんで、そういう得を感じてやる人も

います。滞納の催促がどれぐらい減るかと

かは、ちょっとなかなか予想しづらいとは

思いますけども、それの人件費等々もたし

かかかっていたと思いますんで、どれぐら

い減るか数値化は難しいとは思うんです

けども、ぜひ前向きに考えていただければ

なと思って、これは終わります。 

 自家発電機の単価の答弁いただきまし

たか。それだけ、ちょっともう一回お願い

します。 

 電話機に関しては、アナログ、２回線か

ら１回線になったので費用が減ったとい

うことで、理解いたしました。 

 次、薬品の単価増に関しても、一定の理

解はしたんですが、上がった理由、背景を

ちょっと教えていただきたい。今後も上が

り続けるものなのか。例えば、今どういう

形で契約されているのかわからないんで

すけど、業者を変えれば、まだ下がる可能

性があるんかとか、何かその辺、どう考え

ていらっしゃるのか、ちょっと教えていた

だきたいです。 

 車のほうの燃料費なんですけども、車両

が減ったから保険料が減ったんですよね。

だけど、ガソリン代は上がっているという

のが、少し理解できなかったんで、ちょっ

とそこだけ、細かい話ですけど、教えても

らえればなと思います。 

 企業債の分ですね、企業債のほうは、繰

り越して、確かにそうだなというふうに理

解しました。 

 これ、じゃあ平成２９年度に３億９，５

００万円借り入れ予定だったのを１億６，

０００万円にして、その分の差額の２億３，

５００万円を今年度借り入れ予定だとい

う地方公共団体金融機構のほうに関して

は理解したんですが、そしたら財務省のほ

うも、１億円近く借り入れが少なくなって

いる分に関しても、これも繰り越している

という認識でいいんですかね。そこだけち

ょっとまた教えてもらっていいですか。 

 ３回目は以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 最後にご質問い

ただきました企業債の財務省の分でござ

いますが、もともと当初、昨年度の予算で

２億４，８７０万円計上させていただきま

した。その中で、今回出させていただいて

いる予算書の中で１億５，８６０万円とい

うところでございます。 

 ここの部分につきましては、基本的には

工事請負費の中には、平成３１年度からは

交付金は出ないんですけれども、平成３０

年度までは交付金をいただいておりまし

たので、その辺を差し引きしながら、入札

差金等々もございますので、財務省のほう

は、配水管整備事業、本管の入れかえ工事

のほうの部分でございますので、現場精査

の中で企業債が減少したというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、三好委員の質

疑にお答えさせていただきます。 

 まず、重油の件なんですけれども、単価

につきましては、これは昨年に比べまして

６５円が８０円と、１５円ほど上がってい

ます。 

 単価を決める時に関しまして、Ａ重油は

なくなったときには購入をしておりまし

て、特に原油に関しましては価格変動が非

常に激しくなっております。 

 ですので、近々の私どもの買った金額、

それも３者見積もりで買ってはいるんで

すけれども、そのときの金額に合わせてお



- 22 - 

 

り、平成３０年度の予算を上げるときには、

まだちょっと安かったんですけれども、ち

ょっと今、石油価格が上昇したときに見積

もりを上げさせていただいておりますの

で、これぐらい費用が上がったという事情

によります。 

 次に、薬品ですけれども、薬品単価につ

きましても、同じようにそれぞれ３者見積

もりのほうでやっておりまして、どこでも

扱っているということではありません。大

体限られたところになるんですけれども、

それでも一応、見積もりで競争の原理は働

かせた中で上げさせてはいただいており

ます。 

 これも、石油関連価格に連動するという

ことを聞いております。ですので、その辺

で費用がこれも上がっていたというよう

なことになっております。 

 それから、車両の燃料のことなんですけ

れども、説明不足で申しわけございません。 

 車検のほうについては、対象の車検の車

両数が減ったということですので、全体の

車両数は変わりませんので、保険料につい

ては減っていますけれども、車両数は変わ

りませんので、燃料費についても上がって

いるのは、使っている車については、車両

数は変わりませんから、燃料については、

燃料代が上がった分が大体大きく影響し

ているという形になっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 車両の燃料費なんです

けど、車の保険料って、車両数によって変

わってくるという認識なんですけど、その

辺が何か自分の中で整理できないんで、ち

ょっと教えていただきたい。 

 さっきの説明だと、車両の保険が切れた

というか、使わなくなったと言ったので、

単純に減ったのかなと理解したんですけ

ど、保険を使わない車っていうのはよくわ

からないんで、そこだけ、済みません、お

願いします。 

 薬品の単価については、理解しました。

あと、重油の単価についても、理解しまし

た。 

 一時期、重油については、アメリカとの

情勢が悪化していて、石油価格が上がって

いた時期がありましたので、恐らくそのと

きに見積もりを出されたのだろうなと。今、

ちょっと下がってたりしますんで、それは

１年通してどうなるかわからないですけ

ど、多少は下がったり上がったりするもの

なので、上がっている理由としては理解し

ました。 

 薬品単価についても理解はしたんです

が、今後、これも石油価格に連動して上が

っていく可能性があるということで、使う

量も量なので、予算的にかなり直撃するん

ですね。１個の単価自体小さいですが、量

がすごいので、費用としてはすごい上がる

のだなということも理解しました。 

 最後、企業債の分なんですけど、これは、

今説明を受けたのは、本管の工事が減った

からですかね。その分を１億円ほど減らし

たのかなというように思ったんですけど、

そこだけもう一回お願いします。 

 もう一回改めてなんですけど、今年度の

借り入れ予定額が、結構な金額になってい

る理由について、もう一回改めて教えてい

ただきたいです。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 １時２６分 再開） 

○安藤薫委員長 それでは再開します。 

樫本課長。 
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○樫本水道施設課長 保険についての質

疑にお答えさせていただきます。 

 配水・給水費の車両に関する保険料のこ

となんですけれども、これは保有台数で１

５台、これは変わらないんですけれども、

その内の１年車検では７台と、２年で車検

するのが、８台ございます。今回につきま

しては、平成３１年度は７台分の車検を予

定しておりまして、それで平成３０年度は

９台分。２台分の車検が減っています。 

 保険といいますのは自賠責保険になっ

ており、車検のときに支払う保険ですので、

これで減額になっておるということでご

ざいます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 質疑にお答えさ

せていただきます。 

 企業債の件でございますが１点目、昨年

度の分が変わったというところでござい

ますが、昨年度は当初予算で組ませていた

だきました金額が２月２０日ぐらいに算

定した額となっております。それから年度

末精算も含めまして現場の工事のほうを

進める中で、一定の金額の変更というか。

それまでの分は、今までもそうだったと思

うんですけども、一番直近の分につきまし

てはその辺で精算して、企業債のほうも減

額させていただいてます。 

 逆にいいましたら、企業債はこの分が上

限でございますので、それ以上借り入れる

ことはできませんので、減額というのは可

能かというようなところで、減額させてい

ただいたと思います。 

 そして、今年の分でございますが、今年

の分につきましても、ここ近々でございま

すが、いろいろと基幹管路の工事もさせて

いただいて精算させていただいていると

ころでございますが、一番最下段の財務省

の３億６，５７０万円につきましも、一定

今の見込みでは約９，０００万円程度の減

少は発生してくるのかという、見込みは立

てておりますが、平成３０年度の決算書に

は変更が発生してくるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 それではほかに何かあ

りますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは質問させていた

だきます。 

 文教と上下水道になりまして、やっと２

年目が終わろうとしているところだと思

うんですけども、細かいところをちょっと

ご質問させていただきますが、ご了承くだ

さい。 

 まず予算概要のほうからなんですけど

も、１３６ページに原水・浄水及び送水費

というのがございます。前回もお伺いした

と思うんですけども、水質維持のためにさ

まざまな装置等の点検委託料とかがある

と思うんですけども、これは機材によって

例えば２年ごととか３年ごととか、そうい

う状況が違うのかと思うんですけど、個別

には結構ですけども、概要でその辺の編成

についてお尋ねしたいと思います。 

 次は１３８ページなんですけども、コン

ビニ収納業務委託料の件です。 

 先ほども銀行の引き落としのことで質

疑がございましたけども、コンビニ収納の

金額が若干ですけども上昇しているよう

に思われます。手数料の件であるのか、利

用された方がふえたのか、ちょっとそのあ

たりの状況を聞かせていただいたらと思

います。 

 続いて１４６ページになりますが、防災
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対策事業についてでございます。 

 今年度につきましては台風や地震によ

りまして、通常予想していなかったさまざ

まなことがあったと思います。幸い大きな

漏水等はなくてよかったと思うんですけ

ども、今回その費用も３倍近くに増額とな

っていると思うんですけれども、その内容

についてお伺いしたいと思います。 

 続きまして、予算書のほうに移りますけ

ども、予算書４７ページに水道賠償責任保

険料というのがございますけども、これは

どのような内容に対しての保険なのかに

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 あと漏水対策の調査費というのが入っ

ておりますけども、その内容についてお聞

かせください。 

 続いて車の事故の件なんですけども、今

年度も残念ながら事故が発生してしまい

ました。そういった意味で来年度にこうい

う交通事故が発生しないような努力や事

故を防いでいく取り組みについてお聞か

せいただきたいと思います。 

 続きまして、上下水道ビジョンを今製作

しておられると思うんですけども、その進

捗状況についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 最後に予算書の２２ページと２３ペー

ジになりますけども、職員の方の年齢構成

のことであります。平均年齢が若干ですけ

ども下がっておりますが、５０歳前後とい

うことであります。 

 ２３ページを見ますと等級別の職員の

数がありますけども、やはりどちらかとい

うと高齢で経験年数の長い方の在籍が多

いように思います。一番心配しているのは、

果たしてこの本市の水道事業を今後、維持

継続していけるのか。この人員配置の面、

それから更新の件、さまざま心配な点がご

ざいます。 

 私も昨年度、弘委員の後をバトンタッチ

しまして大阪広域水道企業団議会のほう

に行かせていただいたんですけども、大阪

府内でも南部地域または北部地域で、幾つ

かの市が大阪広域水道企業団に参入して

きております。 

 本市の場合は近隣の吹田市とか茨木市

に比べまして人口の数も違いますし、スケ

ールメリットが非常に出にくいように思

います。 

 率直に言って、今後広域化も含めてどの

ようにお考えなのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

樫本課長。 

○樫本水道施設課長 水谷委員の質疑に

お答えさせていただきます。 

 まず原水・浄水及び送水費の水質維持の

ための、どのような取り組みをしているか

という質疑に対してお答えさせていただ

きます。 

 今年度につきましては、この予算概要に

書かれてますとおりガスクロマトグラフ

とＩＣＰの保守点検、これの費用が上がっ

てます。これはなぜかといいますと、その

うちの一部分の部品については、やはり老

朽もしておりますので、部品の交換をして

機械の精度を維持していきたいというよ

うな目的の中で、必要なものについては取

りかえるということをやっていこうと考

えております。 

 水質のほうに関しましては、昨年度モニ

ターの交換も行いました。その計測に関し

ての信頼性もかなり向上しております。こ

のような形の中で今後もできるだけ安く、

それで効率的に水質維持の監視も努めて
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いきたい。このように考えております。 

 次に漏水対策の調査費ということです

けども、これにつきましては漏水の箇所を

調査します。水道の漏水場所は、水道管の

音でその場所がわかりますので、異様な音

が出てるかどうかという調査を行ってお

ります。 

 事前に決めた路線の範囲もあるんです

けれども、それ以外に一昨年、音調装置を

買っておりますので、職員にて漏水調査を

行い、それでこの辺が怪しいとなりますと、

委託業者が持っている調査機のほうはか

なり詳細に場所がわかりますので、それで

漏水を見つけて、見つければすぐ修繕を。

このような形でやっていきます。その一環

のための調査費でございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 予算概要の１３８

ページ、コンビニ収納業務の委託料の金額

の件なんですが、月間の基本料金は１２か

月同額で１万５，０００円掛ける消費税と

いうことです。 

 それ以外にコンビニで収納する１件当

たり５５円の手数料の件数を５万１，００

０件見込んでおります。これはコンビニで

支払いされる件数がふえているというこ

となんですが、口座振替も件数の伸びが若

干落ちておりますので、その分コンビニの

ほうに流れていると考えております。 

以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員からの

質疑にお答えいたします。３番目にいただ

きましたご質問にありました、予算概要の

１４０ページ、防災対策事業についてでご

ざいます。 

 平成３０年度につきましては、台風２１

号、そしてまた大阪北部地震というような

経験もさせていただきました。水道事業に

つきましても今まで想定していなかった

事象が発生したというところでございま

す。 

 その中で防災対策としまして何点かご

ざいます。仮設タンクと申しまして、これ

は東日本大震災でも活躍したと思うんで

すけども、１トンのタンクで、東日本大震

災以降、水道事業予算はある程度の防災対

策が必要という形で、少しずつ備品を備え

ていこうという形で、１年間に２基ずつ配

備する予定をしていたんですけども、今回

の大阪北部地震での被害は甚大で、高槻市

は断水もした。摂津市の場合は、たまたま

大阪広域水道企業団水がこちらのほうに

来ましたので、断水はしなかったというと

ころですが、高槻市、箕面市は断水も発生

したというような状態を見まして、この配

備スピードを少し上げていこうというと

ころです。 

 それとまた給水袋につきましても、今ま

で想定した以上に地震を踏まえて配付し

ていこうというところで、平成３１年度予

算におきましては危機管理の強化も含め

まして、毎年仮設タンクを購入していたも

のをまとめて５基購入を予定しておりま

す。そしてまた目標でございました１４基

に到達させていこうというとこでござい

ます。 

 それとよくテレビで見ていただいたら

おわかりかと思うんですけど、蛇口が何個

かついたタンクを積んだ車が、道路上で給

水しているというような光景も見ていた

だくと、その辺の機器も、私どもの市の分

につきましては少なかったというところ

で、その辺も今回まとめて購入し、これも

１４基を目標にしていたんですが、そこの
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分についてまとめて購入していくのと、そ

れとまた給水袋につきましても、目標値と

しては常に５０００袋を配備するという

ところでしていたんですけども、これも１，

０００袋を増量して６，０００袋。備蓄水

につきましても目標２万４，０００本に対

して２万５，０００本ほどに。大阪北部地

震、また台風２１号を踏まえながら、防災

対策の強化を図っていきたいというとこ

ろでございます。 

 それと２点目にございました水道賠償

責任保険料でございますが、水道賠償保険

につきましては水道施設の管路事故なの

で、修繕作業の事故の対人・対物でござい

ます。そこの部分につきましては配水管の

延長によっており、日本水道協会の保険が

ございますので、これは全国の水道事業、

入っておられるかと思いますけども、その

辺で、保険で何らかの事故のときの、損害

が発生した場合の事故に対しての保険で

ございます。 

 その中にはいろいろ内容はあるかと思

うんですが、水道事故に対しての保険とい

う形でございます。 

 それと３番目、車の事故、交通事故につ

いてでございますが、昨年も協議会を幾度

となく開いていただきまして、報告させて

いただいております。 

 その後、今のところ事故というのは発生

していないですが、当然この交通事故防止

というのは、とめることなく続けていかな

いといけないというような状態で、やっぱ

りその課長・課長代理というセクションご

とのリーダーの、ここはリーダーシップと

いうのはかなり有効になってくるのかと。

特に水道施設課、下水道事業課から周知し

ているんですが、上下水道部の事業で、そ

の辺はまた今年においても、ＪＡＦの講習

会とか、当然市の講習会も積極的に参加し

ていかせていただきたい。また昨年サンド

ライビングスクールですか、その辺にも参

加させていただく状態の中で、できるだけ

我々としても事故がないような組織にし

てまいりたいと考えております。 

 それと次に、上下水道ビジョンでござい

ますが、上下水道ビジョンにつきましては

前回の協議会のほうで報告させていただ

きましたところでございますが、ベクトル

とか目標は変わっておりません。ただ、当

然、安全・強靭・持続という視点を置きな

がら、ビジョンを現在作成中で、最終的な

チェックをさせていただいているような

状態でございます。 

 これも我々の水道事業のなるべき姿、そ

れとまた財政的なものも含めまして、前回

の水道ビジョンとも方向性というのはあ

る程度修正しながらさせていただいてい

るところでございますが、この辺はビジョ

ン、戦略、今後１０年間、水道事業の目標

というか進むべき姿というところで職員

の指標に、慎重に考えて、一人一人の職員

が把握しながら、一つの目標の計画をつく

っている中で、少し時間がかかっているん

ですが、できました暁には、また協議会の

ほうを開いていただき、その報告を進めて

まいりたいと考えているところでござい

ます。 

 それと最後の年齢構成でございますが、

水谷委員がおっしゃるとおり職員の年齢

構成、予算書の２２ページから２３ページ

と、平成３１年２月１日で３８人の職員が

おりますが、この平均年齢がもう５０歳を

超えているという状態でございます。 

 水谷委員が大阪広域水道企業団議会の

ほうにも出向いていただきまして、見てい

ただいたと思いますが、基本的に私どもの
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市の場合と、南部のほうは俗に言う何年か

前にありました団塊の世代対策というこ

とはすごく言われてました。そのときには

本市は先人の方々の人事・配置の部分がご

ざいましたし、下水道工事もあり、そのこ

ろはバブル崩壊後でございましたので、技

術職員を入れていたというところで、南部

のほうはその技術継承というか、その辺が

継承できなかったというところでござい

ます。 

 それでまた今回の議案３２号ですが、学

歴の内容もございますけども、水道事業の

場合は、ほかの建設、下水道も含めてでご

ざいますが、違いがあり、大学を卒業して

何年以上とか、高校を卒業して何年以上か

経験していないと現場監督というか、現場

指示ができないというような状態。それは

水道は飲み水でございますので、一定の土

木知識があったからその監督業務ができ

るかといったら、その辺はある程度経験し

て慎重にやらなければならないという状

態でございますが、その辺で、これから先、

５０歳を超えてあと６年、７年後という形

の中でいうと、その大学を卒業しても３年、

土木工学科を出ても３年間は監督ができ

ないというような状態というならば、今の

南部のほうの水道事業体と同じ形になっ

てくる可能性はある。技術継承ができなけ

れば企業団統合も、人事的には今は大丈夫

だと思いますけど、人事的なもので現場と

いうか、職員配置ができない状態の中から、

その企業団統合というのは選択肢の一つ

であるのかと考えているところなんです

が、上下水道部のほうにつきましては、直

接な人事権はございませんので、その辺も

人事課に申し入れをしながら人事配置に

ついては、これからの継承について、そし

てまた確かに年齢を超して５０歳、来年に

なると５１歳と、ふえていくような状態の

中では、かなり危惧している。そこの部分

で企業団統合を考えたくない、というのは、

私どもの思いでございますが、その辺も含

めて検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは最初の原水・浄水

及び送水費のことでございます。 

 検査するに当たってさまざまな角度か

ら調べられていると思います。今後も安

心・安全な水質を維持できるようにしてい

ただきたいと思いますし、機械そのものも

長く使えるように、早目の点検等をお願い

したいことを要望します。 

 それからコンビニ収納の件ですけども、

手数料は変わっていないけども利用者が

ふえたということであります。 

 さきの質問にもありましたけども、支払

い方法についてどういう方法をとるのが

一番人件費等を加味してもメリットが出

るのか。早急な課題として検討していただ

きたいことを要望します。 

 続いて防災対策事業でありますけども、

タンクであるとか給水袋の準備資金に充

てられたということで、内容は理解できま

した。 

 市長部局のほうにも防災管財課があり

ますけども、この防災管財課と連携をどの

ようにとっておられるのか。この点につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 続いて水道賠償責任保険料でございま

すけども、水道事故に関する補償というこ

とで理解できたんですけども、今年度と比

べると予算額が２倍まではいかないんで

すけど、増額しているように思います。こ

れは管路が長くなったとか保険料が上が
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ったとか、どのような事情なのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

 続いて漏水対策の調査費です。主に音を

頼りに診断しているということで、内容は

確認できました。 

 つい１か月ぐらい前ですけども、私も１

件漏水に関する相談を受けまして、鳥飼西

地域でご自宅前のアスファルトに、水がに

じんでいるということで相談を受けまし

て、すぐ改修対応していただいて市民の方

も喜んでいただいておりました。今後大き

な震災があった場合に、今もう漏水しかけ

ているところがもし幾つかあったとした

ら、一斉にあちこちで漏水するという可能

性もあるんですけども、その辺の見込みと

申しますか考え方についてお伺いしたい

と思います。 

 続いて車両事故の防止についてであり

ますけども、もちろん研修であるとか自動

車教習所に行って学ぶというのも大事な

点であると思うんですけども、一番の課題

は若い人になればなるほど、車のローン代

であるとか保険代、駐車代とかがあって、

なかなか車を持つというのが大変な状況

の中で、やむを得ず仕事で車に乗らないと

いけないという、そういう部分が大きな要

因ではないかと考えております。 

 それで場合によっては定期パトロール

の巡回コース等を決めていただいて、車に

乗車する機会を多く設ける等、工夫して取

り組んでいただきたいことを要望といた

したいと思います。 

 次に上下水道ビジョンの進捗でござい

ますけども、今回初めて上下水道を一体化

したビジョンになるかと思います。その中

の上水道での防災対策、これをどういうふ

うに、特に昨年の震災・台風を通して感じ

たこともあると思いますので、防災に特化

して見るならどういう点を盛り込んでお

られるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 最後に今後の水道事業の維持について

でございますけども、先ほどの予算書２３

ページの等級別職員数を見ますと、２級３

級４級で２０人いらっしゃって、これで６

５％の方がこの構成になっているわけで

す。そういう意味で今後管理職の皆さんを

どうするのかとか、先ほどもありました、

現場で監督・指示ができる体制づくりとか

があるんですけども、その辺、もう間近な

問題かと心配しているとこがあります。そ

ういう意味でいろいろ考えている点もあ

ると思うんですけども、大阪府の中のいろ

んな統合とか、そういう勉強会にも積極的

に参加していると思うんですけども、私ど

もと同規模の市町村ではどのように考え

ておられるのか、もし情報があれば教えて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 水谷委員の２回目

の質疑にお答えさせていただきます。 

 漏水に対しての今後の見通しとか改修

の計画とか、その辺をどういうように考え

ているかという問いだと思っております

けれども、地震によって水道管が破損して

漏水を起こすというようなことは、やっぱ

りその埋設が古ければ古いほどそのリス

ク、可能性は上がってくると認識しており

ます。 

 それでこれに関しまして私どもが考え

ておりますのは、修繕と事前の調査、この

二つで対応していきたいと考えています。 

 何かといいますと、調査というのは先ほ

どもお話しさせていただいたとおり漏水

の調査、これによってなくすということ。



- 29 - 

 

それからもう一点は既存、今まで漏水とか

で修繕の発生した箇所と、管路の埋設の年

度によって、どこが最も危ないというか可

能性が高いとかいうような、リスクの高い

ところから更新します。 

 特に基幹管路に関しましては配水の区

域が広いですので、できるだけ大きな口径

については先んじて整備の場所を考えて

いく。この２点で整備をやっていきたい。 

 地震とかが起きたときに漏水が発生し

たとしても、できるだけ多くの市民に影響

を与えないような形で進めるにはどうす

ればいいかという考え方でやらせていた

だいております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員の２回

目の質疑に答えさせていただきます。 

 一般部局の防災管財課との連携につい

てでございますが、当然防災関係につきま

しては私どもの部署のほうも緊急時には

同じように招集という形の中で、俗に言う

震度５強、での自動参集とか、そのような

対策は同じで、防災管財課が行われる集ま

り等々にも参加しておりますし、ほかの一

般部局の市民班とかそういうレベルと同

じような形の参加で、その辺は防災管財課

というか、市の防災として連携していると

ころでございます。 

 その中でいいましたら特に水道につき

ましては即時の対応というのが断水、それ

とも濁水が発生したとかいう中では、即時

の対応、俗によく言われるのが水道の事故、

災害というのが、初めの３日間がほとんど、

その後の方向性が決まってくるのかとい

うところで、即時の対応は独自のものもご

ざいますが、基本的には防災管財課との情

報の連携を進めながら、努めているところ

でございます。 

 それと４番目にございました水道賠償

保険の増額でございます。昨年度は２３万

５，０００円で、本年度は４３万１，００

０円というところでございます。 

 ここの分につきましても、基本的な距離

での算出した保険がございますけども、そ

の保険の中にもオプション保険というよ

うなものがございまして、何点かございま

す。 

 一つがことしから消火栓の濁水オプシ

ョンというのもありまして、これは消防の

ほうで消火活動をして水道管の水を使っ

た場合に、例えば水が濁ったこともあって

洗濯物が汚れたとか、これはそのオプショ

ン分については消防のほうから負担金を

いただきながら考えているところで、その

辺が一つ。 

 それともう一点が、民地部の給水の補償。

今まで公道部だけしか保険がおりなかっ

た。これは全国の水道事業体も同じでござ

いました。この前の協議会でもお話しさせ

ていただきました大阪ガスの、水道の管が

破裂して、たしか８００万円ほどの補償と

協議会でご説明させていただきました。そ

この内容がここの内容でございます。 

 これは今まで他市の事業体でも多いと

ころでは３億円とか、ここの近隣市でもつ

い最近３，０００万円の補償が発生したと

かいう内容も聞きながら、保険のほうの要

望を日本水道協会のほうに要望していた

んですが、今年度からその辺も保険化され

るというところです。 

 昨年の大阪ガスの場合は、民地部の道路

で水道管が破裂してガス管を傷めたと。そ

この分については保険から補償されると

いう内容であります。 

 それと７番目でございますが、上下水道
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ビジョンの中の防災対策でございます。 

 上下水道ビジョンの中で特に水道事業、

下水道事業に分かれていることと思うん

ですけども、水道事業につきましては耐震

化のお話も今まで何回かさせていただき

ました。施設的にいいましたら、配水池の

耐震化を現在進めておる鳥飼送水所、もう

ある程度完了してきましたけど、この後、

中央送水所の、今度は更新というか耐震化

ではなく全面的な改修という、建て直しと

いうところでございます。 

 その施設につきましては浄水場の部分、

防災に関しましての災害時にどれだけ摂

津市内で水が貯えられるか、保水能力がど

れだけあるかというのは、やっぱり防災面

は有効かというところでございます。 

 その中で保水能力を高めていくために

は、タンクから耐震化を進めていると。そ

れで基幹管路につきましても、管路の耐震

化、これは水道事業はこれから続いていく

お話かと思いますけれども、耐震化を進め

て、前回の協議会にもございましたが、こ

の１０年間で３００億円の更新を進めて

まいらないといけない。その辺の中で言い

ました耐震化を随時進めていっているん

ですけど、どうしてもその費用的なものが

追いついてこない。この辺につきましては、

耐震化は大阪府下では高いレベルではな

い、低いレベルかという思いでございます。 

 水道につきましては、その辺でトータル

的にやっているところでございますが、管

路の耐震化は費用面ではなかなか更新で

きてないというところでございます。 

 それと下水道事業につきましては、下水

道事業は俗に言う液状化等々がございま

して、マンホールの浮上とか、阪神・淡路

大震災ではポートアイランドとか、この前

では東京ディズニーランドですか、浦安の

辺でマンホールが浮上したとか、液状化現

象、それが一つございます。それによって

マンホールが浮上しているのは液状化現

象に対応していかないといけないんでご

ざいますが、そのマンホールにつきまして

は耐震管を用いながら、地盤変動の対応を

していきたいと思っているところです。 

 それと大きなところでございますと雨

水整備でございますが、防災の面でいいま

すと雨水整備、汚水のほうはある程度９

０％台、雨水のほうはこれからというよう

な状態の中で、雨水整備に対して積極的な

内容は上下水道の耐震化を、上下水道ビジ

ョンに盛り込んでいきたいと考えておる

ところでございます。 

 それと最後８番目につきましては、職員

の年齢構成についてでございます。 

 大阪府の中で申しますと、全体的にその

大阪広域水道企業団に入られる市は半分

ぐらい。特に南部のほうというのは人の関

係というか。逆に言いますと、私どもの市

よりも大きな市でも、その技術継承ができ

ない。水道事業、特有でございます水道法

に決められた年数を経過した職員しか現

場を扱えないというような状況の中では、

マンパワー的には大阪広域水道企業団と

統合して、そこで大阪広域水道企業団に統

合される市も存在するのも確かでござい

ます。 

 その中で、同じくらいの市ではというお

尋ねでございますが、現在、町と村に関し

ていいますと、島本町以外の町村は、全て

企業団統合を進められているというよう

なところでございます。 

 私どもと同規模の市においても、この２

０２１年、２０２３年というところは大阪

広域水道企業団との統合が進められてい

ます。北摂、北大阪で申しますと、市の中
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では私のほうの市が一番規模が小さいか

なと思ってございますが、南部・東部につ

きましては、形態によっても違うと思うん

ですけども、自己水の割合のところから、

経営的には、職員採用とか配置もございま

して、継承できている市町村につきまして

も、企業団統合というのは一つとして考え

ておかなければいけない。隣の守口市とか

門真市におきましても、その辺は考えられ

ている。そういうところでは、同規模の市

町村でも大阪広域水道企業団への動きが

発生しているのは確かでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 まず防災対策事業の市長

部局との連携についてなんですけども、さ

まざま資機材の数量であるとか、この防災

会議のときに連携をとっておられると思

いますけども、現実災害が発生してから職

員が現場にそれを持って走れるのかとい

うことを考えた場合に、非常に難しい部分

があると思います。そういう意味で、小学

校単位の地域防災会とかがあると思いま

すので、そうした部局が考えている防災資

機材と、上下水道部で考えている資機材、

その辺の発想が一致しているのかとか、ど

こに備蓄すべきなのかとか、その搬入経路

はどうしたらいいのか、ある程度考えてお

られると思うんですけども、しっかりその

辺突合していただいて、せっかく準備して

いるものが現場で生きるように、万一の場

合ですけど努力していただきたいという

ように思います。 

 続いて水道の賠償責任保険でございま

すけども、震災もあってかと思いますけど、

さまざまなオプション等を網羅しての今

回の予算組みであるということが理解で

きました。 

 これもあってはならない事故なんです

けども、本当に大きな事故になると、もう

予備費とかでカバーできなくなってくる

と思いますので、その辺を加味して今後も

よろしくお願いいたします。 

 上下水道ビジョンの件ですけども、防災

に関するさまざまな角度で盛り込んでい

ただいている内容を理解できました。 

 次の質問であります、水道事業を維持し

ていく話とも関連してくると思うんです

けども、維持できるかというのは先ほども

答弁いただいた技術の継承という部分も

ありますけど、最終的にはやっぱり更新が

継続してできるのかどうか。それから市債

もたくさんありますので、そういう資金繰

りがやっていけるのかどうか。また昨年か

ら感じております、災害に対して対応がで

きるのかどうか。そういう幾つかのプライ

オリティがあると思うんですけども、率直

に言って上下水道ビジョンにそういうこ

とをなかなか記述しにくいと思うんです

けども、将来の摂津市の水道事業の運営と

いうことでシミュレーションを３年、５年、

１０年、２０年ぐらいのスパンで組んでい

ただいて、人口が今後大幅に上昇するとい

う可能性も少ないですし、万一ぎりぎりに

なって何か体制変更するということもで

きないと思いますので、一度このシミュレ

ーションの作表とかもできればお願いし

たいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○安藤薫委員長 ほかにいいですか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは続けて質問させて

いただきます。 

 予算概要のそれぞれの事業項目ごとで

お聞きしていきたいので、よろしくお願い

いたします。 
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 最初に水道施設課にかかわる部分です。

１３４ページの一般事務事業の中で、その

大半が補償金ということで２，０３８万５，

０００円が計上されているかと思うんで

すが、この中身についてちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

 次に同じページですけれども、太中浄水

場管理運営事業の項目の中で、明和池公園

耐震性貯水槽緊急遮断弁点検業務委託料

ということで２２万９，０００円が入って

ます。これについては市の一般財源のほう

からこっちの水道事業会計のほうに来て、

そこからまた委託料として払われていく

ような流れが予算上では見てとれるんで

すけれども、どんな業務で実際どういう頻

度でやられているのかとか、そんなことも

含めてお聞きできたらお願いしたいと思

います。 

 次に、３点目、１３６ページ、受水事業

です。５億６，４６６万４，０００円とい

うことで、大阪広域水道企業団のほうから

受水を受けるというようなことで、そちら

に支払う金額かと思いますが、昨年４月か

ら料金改定が行われて、引き下げ額があっ

たかと思います。そういった意味では、こ

の５億６，０００万円の規模を想定されて

いるとしたら、影響額が幾らになるのか教

えていただけたらと思います。 

 次に施設改修事業、同じページです。そ

の中で１号配水池建てかえに向け実施設

計を行う分が予算組みされてます。 

 主要事業でもこの点については説明さ

れていますが、この建てかえ工事の時期は、

次の年度になっていくのかと思うんです

けれども、その工事期間中、建てかえとい

うことですから、一旦それの取り壊しとい

うようなことになっていくのかと思いま

す。そうすると、その工事期間に受ける影

響などについて、次年度のことになります

けれども、わかる範囲で教えていただけた

らと思います。 

 次に項目としてはなくなってるんです

けれども、平成３０年度については、ここ

の次に貯蔵品管理事業というのが含まれ

ていたかと思うんです。たな卸資産購入限

度額などが定められている部分の費目が

今回なくなっているんですけれども、この

点についてご説明いただけたらと思いま

す。 

 次に料金課にかかわってです。予算概要

の１３８ページ、水道料金等収納事業の項

目の中に、料金表全戸配布委託料というよ

うなことで４７万６，０００円が入ってる

んですけれども、その中身の詳細について

教えていただけたらと思います。 

 最後、ちょっと経営企画課にかかわって

なんですけれども、先ほど水谷委員のほう

からも質問がありました防災対策事業の

ところで、項目の中身についてはご説明も

いただいて、今回とりわけ地震や大規模災

害といったことに備えての対策が必要と

いうことをおっしゃっていただいてます。 

 そういった意味では、ふだんどれだけの

備蓄があって、今おっしゃられた３点、仮

設タンクや給水袋や、道路上に蛇口を引き

出すような、そういう器具があるというよ

うなことを聞きましたけれども、全体的に

はそれだけなのか。ほかにもし今回買い足

すようなものでなくても、どのようなもの

を水道のところで持っておられるのか。そ

こらあたりについてちょっとお聞かせい

ただけたらと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 弘委員からの１

回目の質疑でございます。 
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 ５点目の質疑でいきましたら、水道施設

課の質疑でございますが、貯蔵品関係につ

きましては経営企画課で所管しているん

ですけども、昨年度の予算までは貯蔵品管

理という形で、水道施設課の配水給水費の

受託工事の修繕材料と薬品費、原水・浄水

の送水時の水処理の薬品費という形。 

 弘委員がお話しの中の薬品費につきま

しては、原水・浄水送水費の薬品費が高く

なってるというお話だったと思うんです

けども、そこの部分につきましては、今ま

で修繕材料と薬品費という形で、私どもの

水道事業、ほかの市でもやってるとこでご

ざいますけども、貯蔵品につきまして、修

繕材料につきましてはある程度のいろん

な材料がございまして、回転させていって

るんですけども、使う材料、使わない材料、

それで越年する材料という貯蔵品管理と

いう形がございます。 

 薬品費は、次亜塩素酸ナトリウムとか３

種類ございますけども、そこの貯蔵品につ

きましてはある程度の回転率というか、あ

る程度になりましたら、一月といいません

けども、一月ぐらいで薬品が入れ替わって

いる。そういう中では、他市のほう、近隣

他市、大阪府下の調査をさせていただいた

ところでございますけども、もともとそこ

の部分につきましては昔の薬品費という

のが、タンクの部分とか、もっと法律が緩

い部分がございまして、薬品の保有数量も

多かったかと思うんです。その辺で貯蔵品

管理という形になっておると。 

 運送系統も貯蔵品、薬品につきましては、

タンクローリーで一括で持ってくるとか、

すぐ来てくれる状況に変わっています。 

 他市の状況を見ましても、薬品費も貯蔵

品管理にしているところとか、近隣という

か、大阪府下の中でも本市だけだったとい

うところで、貯蔵品管理の薬品費の貯蔵品

管理ではなく、一般的な入出庫の管理に変

更した。今年度の予算のほうには、貯蔵品

という項目の薬品費が入ってこなかった

ところでございます。 

 それと最後にございました防災対策の

備蓄でございますが、今主たる内容を含め

ました機材、タンク等々ございますが、給

水タンク車も１台保有しております。 

 それとほかにも２トンダンプに積める

給水タンクが、１．５トンが２台、１トン

が３台、タンクを別で保有しておるとこで

ございますが、一番最近ではその給水タン

ク車を購入させていただきましたので、そ

の辺は有効活用させていただいてるとい

うところでございます。 

 あと備蓄水につきましても、ここの分に

つきましてもいろいろと防災訓練等々で

出入りがある。お水のことでございますの

で、５年間しか賞味期限がないという状況

の中、回転させながら、多少は前後しなが

ら、過大になっている部分もございますが、

備蓄としては、機材としましては、このほ

かにはタンク車を保有しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 弘委員の質疑にお

答えさせていただきます。 

 まず補償金の内容ということなんです

けども、これにつきましては平成２６年度

ですから、大規模な基幹管路の工事をさせ

ていただいております。この分について、

やはり掘削の幅が広いということもあり

ますので、周辺の家屋に対する影響も否定

できないということもあります。 

 ですので、これにつきましては一応便宜

上なんですが、その基幹管路と言われる工
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事の事業費の５％を家屋の破損とか、そう

いう場合のところにおいて充てがう。これ

が大きな枠組みとして、この補償費を計上

させていただいておるところでございま

す。 

 次に明和池公園耐震性貯水槽緊急遮断

弁点検業務委託料の件なんですが、業務の

内容としましてはこの遮断弁の点検、動作

確認とか、そういうのを年に一度、保守点

検を行っています。これに係る費用を市民

部局のほうから委託を受けて、私どものほ

うでやらせていただいている。こういうよ

うな仕組みになってございます。 

 次に受水事業についてなんですが、大阪

広域水道企業団の値下げという分の影響

という問い合わせだと思うんですけれど

も、３円値下がりしております。 

 それで平成３１年度なんですが、私ども

の受水量は予算額では７１９万５，０００

トンを見ております。これに３倍を掛けた

２，１５８万５，０００円。これにプラス

消費税分が減額となっております。 

 次に施設改修事業なんですけれども、１

号配水池、改修工事につきましては市長よ

り過日の本会議において来年度の市政運

営の基本方針の中でもお話しさせていた

だいたと思います。 

 平成３１年度につきましては実施設計

といいまして、施工にかかわる費用の積算

をするのに必要な数量の算出、工事の施工

方法から、どれだけの数量が要って、どれ

だけの費用がかかるかというような設計

を行う作業を考えております。 

 ちなみに平成３０年度ですが、そのとき

にはこの工事の方針を決める。どの種類を

用いて、どういうような機材を使って、ど

う配置すれば作業ができるかとか、そうい

うような基本的な方針を決めることを、今

年度にさせていただきました。この方針が

決まりましたので、平成３１年度には実施

設計といいまして、これはその積算に向け

た数量の把握、もう一つには工事の詳細な

検討を行うというような作業を行わせて

いただく予定になっております。 

 早ければ平成３２年度から着工しまし

て、平成３３年度、２年の工期を今の時点

で見込んでいるところでございます。 

 それでこの工事期間中、配水池は壊しま

す。一つの配水池のところを壊しますので、

中央送水所の貯水能力が半減することに

なります。ですけれども、これは太中浄水

場のほうへの水の送りとか、中央送水所側

の配水するときの傾向がわかっておりま

すので、少しやり方を変えて運用すること

で行けるということも、今回の基本設計の

中では検討を終えております。ですので、

その辺も問題はないと考えた中で事業を

進めていきたい。このように考えておりま

す。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 予算概要の１３８

ページの料金表全戸配布委託料、この料金

表につきましては、消費税１０％の部分で

料金表が内税表示のために、１０％に変更

になるときに全戸配布するものです。ただ

し水道料金の経過措置が設けられており

まして、１０月１日の基準日を含まない以

降の２か月間について１０％の消費税が

課税になりますので、その経過期間のご説

明も合わせて表示するという形になって

おります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 それでは２回目の質問をさ

せていただきます。 
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 最初にお聞きした補償金の部分は、前の

決算のときにも、たしか未執行というよう

なことで、全額使われずにおったというこ

とが記憶にあって、基幹管路の大きな事業

をするときに、今言われたみたいに５％の

取り決めで計上して、念のためにというよ

うなことで理解するわけですけれども、や

っぱり金額としたら２，０００万円は大き

な額になってくるので、使われずに不用額

になるということを見越すのはどうなの

かと、ちょっとそういう疑問がありました

もので、お聞かせいただいたところであり

ます。 

 内容についてはご説明で理解いたしま

した。 

 ２番目の明和池公園耐震性貯水槽緊急

遮断弁点検業務委託料で、これの中身につ

いても年１回の点検というようなことで、

以前は千里丘新町のほうへ水を送ってい

ない時期に、ちょっと委員会の中で聞かせ

てもらったことがあったかと思ったんで

すけど、実際に送るようになったから使わ

れるようになってということの中で、実際

にどういうときにこの貯水槽が使われる

のか。去年の地震のときには使われてない

と認識してるんですけれども、いざという

ときにやっぱり使われないとということ

でありますので、一つ気になっているのは、

台風のときに大規模な停電が発生した際

に、マンションなんかには電力で上に水が

上げられないということで、水道が使えな

い実態が広範囲にあったということでし

た。そういう際にあのあたり、今はマンシ

ョンがたくさん建ってて、そういう方たち

がここに緊急的に水を汲みに来るという

ようなことが想定されるのかなというふ

うに思うのですが、あそこはくみ上げはポ

ンプになるのか、電気が通っていなくても、

これは使えるものなのかどうかですね。こ

れについても、ちょっと念のためお聞きし

ておきたいと思います。 

 次に、受水事業でお聞きしました、今年

度からの大阪広域水道企業団からの受水

費の値下げというようなことなんですけ

ども、これから毎年、年間およそ２，００

０万円を超えて、経費としてはこちらが助

かるのかなということなんですけれども、

この点について、以前に、やっぱりこの部

分についてだけでも値下げができないの

かということを言ってきた経過があった

かというふうに思うんです。 

 新年度、消費税が上がるというようなこ

との中で、給水収益の約２％が上がるとい

うようなことで大体４，０００万円ほどが、

そこの影響額としてはあるのかなという

ことを思う中で、ちょっとでも、やっぱり

この値上げをやめることが考えられない

のかなということを、再度お聞かせいただ

きたいなと思うんです。樫本課長の判断で

は、そんなことは言えないと思うので、後

から部長のほうにお聞きしたいと思いま

す。 

 前のときの議論の中でも、今はまだ蓄え

があるということだけれども、将来的な見

通しの中では、いずれ今の料金をたもてな

くて値上げしないといけなくなるからと

いうことをおっしゃっていたと思うので

すけれども、市民的な感覚からしたら、新

年度の１０月に値上がりするということ

は、受けとめられるというふうに今回の件

では考えられますし、そこのところだけで

押さえていく。 

 いずれ値上げをしないといけない時期

が来たとしても、そこの部分は今、値上げ

をする分で補っていくというような考え

方が全くないのか、ちょっとその点をお聞
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かせいただきたいなと思います。 

 ４番、中央送水所の１号配水池の建てか

えの点です。先ほど、細かくお伝えいただ

いて、なるほどというふうに思いました。 

 これまで、いろいろと耐震の工事とか補

強とか、そういう修繕なんかの工事は、私

が議員になってからも幾つかあったかな

と思うんですけれども、配水池そのものの

建てかえといったら初めてお聞きしまし

た。今、二つ配水池がある分の一つを一旦、

取り壊して、その場所にまた新たに建てる

ということが今のお考えだというような

ことを聞きました。 

 その間の影響については、いろいろと考

える中でクリアできているということで

したので、その点については理解をしまし

た。 

 ５点目の貯蔵品管理事業ですが、これ、

平成２９年度の決算のときには１，７９８

万６，６７１円というようなことで上がっ

ていた分で、割と金額が大きいので、今さ

っきの説明の中では薬品とか、そのほか、

いろいろあったんですかね。それが、今は

もうそれぞれの費目、項目に振り分けられ

て、ここで貯蔵品として一括管理するとい

うことではなくなったという受けとめで

よいのか。 

 そこの中身として、水道だったらたくさ

ん工事の材料とか、器具であったり、管の

部品とかも、いろいろと持っていると思っ

ているんですけども、そういったものの管

理を、よそはもうやっていないのかなとか

いうふうなことも、ちょっと不思議に思っ

たので、もう一度聞かせていただけたらと

思います。 

 次に、６点目の料金表全戸配布委託料で

す。 

 前回、平成２６年４月時点で５％から

８％に上がったときと同様なものかなと

いうことはイメージとして持っているん

ですけれども、先ほど言われたように、段

階的に上がりますみたいなことでの説明

があって、割と大きな紙に書いておられた

かなと思っていますが、ただ、全戸配布と

いう配り方が適切なのかどうかというよ

うなことも感じたりしていまして。 

 料金改定しないのが、私らとしては一番

よいんですけれども、仮にするとしても、

例えば検針の際に、検針員が回るのと一緒

に配ったりするというんだったら、封筒を

あけて見るかなとか。 

 先ほど、三好委員がポストに入った郵便

物について、見ずに捨ててしまうというこ

とも多いんだというようなことをおっし

ゃっていたかと思うんですけれどもね。そ

ういう点でいったら、目に触れやすい方法

というようなことも考えておく必要もあ

ると思うし、それにコストがかからないよ

うな、そういう方法というものも考えてい

く必要があるのかなと思ったりしました

ので、その点をお聞かせください。 

 最後に、防災対策事業というようなこと

で、お聞かせいただきました。 

 災害時に、被災された皆さんにも水が届

くようにということでの準備を、ここのと

ころではやられていっているということ

でありますから、先ほど、最初のほうで聞

いた耐震性貯水槽のことなんかも絡めて、

そこのところが万全に取り組まれるよう

にということで、この点については答弁は

結構です。 

 以上、２回目です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 ５番目の質問で

貯蔵品の関係でございますが、予算書の５

ページを見ていただいたらわかるかと思
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うんですけれども、５ページの第８条でご

ざいますが、たな卸資産限度額８７２万円

でございます。昨年度は２，９１４万円と。

弘委員がおっしゃっている貯蔵品管理事

業というのが、最終的にはこちらに入って

くるのかなというところでございます。 

 その中で、昨年度の２，９００万円ほど

ありました。今年度は８７２万円という中

で言いますと、先ほど工務関係の、例えば

本管とか給水管とかいうふうな材料でご

ざいますね。そこの分につきまして、水道

施設課の内容でございますが、その辺の修

繕材料として７００万円。それと、受託工

事といいますか、他部局の移設とか破損と

かいうようなところの１００万円の材料

費、合計８００万円。これが今年度のたな

卸資産でございます。 

 他市の状況でございますが、ここの分に

つきましては、他市でも貯蔵品管理、確か

に１年間で全部をはける内容でもござい

ませんので、ずっとある材料もございます

ので、その辺はここでの、部局は別にしま

して、貯蔵品管理はどこの市もされておる

というふうに聞き及んでいるところでご

ざいます。 

 あとは、残りの分は薬品費でございます。

昨年度でございましたら、２，０５０万円

ほどございました。これが薬品費でござい

まして、先ほど言われました浄水過程に使

用する３種類の薬品費に対しての貯蔵品

を管理していたというところを上げてい

るということでございます。 

 ですので、先ほどの予算概要のほうのた

な卸資産の限度額の項目、最終的にはこの

第８条であり、私どもは企業でございます

ので、どこの民間企業でもそうでございま

すが、たな卸資産というか、過剰な購入額

を抑えていくというのは簿記的な内容で

限度を設けているというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 明和池の耐震性貯

水槽の役割などについて、ご説明させてい

ただきます。 

 これにつきましては、貯水槽と言いなが

ら、ふだんはそこを水が流れて、周囲に配

水をしております。それが、地震が起きま

すと、そこにある遮断弁が閉まり、ある一

定の容量の水がたまるということで貯水

槽と言っておりまして、ふだんから水をた

めているものではございません。 

 ですので、いざ遮断弁がおりたときには

新鮮な水がそのまま貯まり出すという仕

組みになっておりまして、そこで数日、貯

水槽で水がもつというような形になって

おります。 

 先ほど、防災管財課との連携という話も

あったんですけれども、実はこの２月３日

なんですが、千里丘小学校区で住民による

防災演習が行われ、その中で私どもも、明

和池公園でやられるということですので、

参加させていただきました。 

 そこでこの緊急遮断弁の分につきまし

て、操作につきましても肝心な操作をする

のは、水道の職員しかできないんですけれ

ども、その操作する以前の、ぎりぎりまで、

例えばふたをあけるとか、また臨時に給水

栓を設けるまでの仕組み、これについては

参加された方々にもやっていただいて、水

を流すというようなこともさせていただ

いております。ですので、そこにマンショ

ンとかもございますけれども、そこの自治

会のほうも来られたように思っておりま

す。 

 基本的には、停電になったときに、どこ
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でもそうなんですが、マンションの受水槽

について給水できなくなる、ポンプで水を

上げられなくなるということがあるんで

すけれども、これにつきましては、やはり

受水槽には水がたまっておりますので、こ

の受水槽のほうからで水をお使いになる

というような方法をやっていかざるを得

ないのではなかろうかと。 

 周知につきましては、私ども考えていか

ないといけないと思っておりますけれど

も、方法としましては、電気がとまって、

マンションの場合、受水槽の場合は給水で

きませんので、その場合は受水槽には水が

入っておりますので、その受水槽からで水

を使っていく。ドレンがありますので、そ

のほうから水を使っていただく。こういう

ように進めていけば、水が使えないという

ような状況にはないと考えております。 

 明和池の耐震性貯水槽につきましては、

停電の際、これは地震で揺れによって自動

的に送水が遮断されます。その後につきま

しては、防災管財課にて、現地の防災倉庫

にポンプが配置されておりますのでそれ

を使ってくみ上げることができますので、

ご利用はできることを確認しております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 料金表についてで

すが、国の法律で１０％までになっており

ますので、金額を改定しないということで

あれば、単価を下げて内税表示をすること

になりますので、これは値下げになろうか

と思います。 

 ただ、その場合もお客様には、こういう

金額になりましたという報告をしないと

いけませんので、全戸に配布しなければな

りません。配布の方法なんですが、検針も

委託しておりますので、それで別のことを

させるとなると委託料がプラスになると。 

 また、親メーターで検針しているところ

もありますので、そこにお住まいの方につ

いても料金が変わりましたというお知ら

せをしないといけませんので、管理会社等

に送っている場合もあるんですが、できる

だけ全戸配布で済ませたいというふうに

考えておりまして、これが今のところ広報

と同じようにポスティングしていただく

ということで予算を組んでおります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長  山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 質疑の中で、料金の

問題があったと思います。 

 去年の４月から大阪広域水道企業団水

を３円値下げになり、７２円になったと。

これにつきましては、一昨年の秋ですか、

協議会のほうに出させていただいて説明

をさせていただいたところでございまし

て、そのときには原価は約２，０００万円

というような説明をさせてもらったと思

うんですけれども、今後の更新費用にも充

てていくのには、やはり内部に留保をして

おきたいということを言わせていただい

たと思います。 

 今回の消費税、１０月１日からの８％か

ら１０％に対しまして、議案第３１号で給

水条例、それから下水道条例の改正をお願

いしておるところでございますけれども、

ちょっとかたい言い方をしますと、これは

国の法律によって決まったから云々では

ないですけれども、やはりこれは適正に処

理をして、やっぱり資産の譲渡等の対価で

ある、水の対価である水道料金に対しても

当該税率アップ分についてはそちらに上

乗せをして、ご負担をいただくというのが

消費税法の趣旨でございまして、消費税法

におきましては最終消費者がその税を負
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担するということになってございます。 

 我々、平成元年に消費税が導入されて、

３％の時代が約８年、９年続きました。平

成９年の４月から５％になって、このとき

に地方消費税が創設されまして、４％の国

税と地方税が１％、それから、平成２６年

４月から今度は８％ということで改定さ

れたのが、今回で１０％になるわけですけ

れども、我々は消費税転嫁をさせていただ

いたのは５％になった１年後の平成１０

年６月１日から、５％ということで消費税

の転嫁をさせていただきまして、それまで

は、皆さんからいただいた水道料金の中か

ら、いわゆる実質料金値下げという形にな

ろうかと思うんですね、金額で言いました

ら。 

 そういう形でやってきたものを、今後の

方針であったりとか、維持管理費用に対し

ては、このまま消費税が今後も上がり続け

るということは、上がり続けるというか、

何％になるかというのはわかりませんけ

れども、恐らく上がるだろうと。その中で、

やはり消費税については適正に転嫁をし

て、ご負担をいただくという形でさせてい

ただいた経緯がございます。 

 今後とも、昨年の３％、大阪広域水道企

業団水の値下げもありますけれども、今、

水道ビジョン、経営戦略等々を策定する中

で、やはり水道というライフラインであり

ますので、５年、１０年スパンでこのごろ

は考えておったらだめだと思うんですね。

３０年、４０年、５０年、もしくは６０年、

１００年というスパンで、やっぱり物事を

考えていかないとだめだと思います。 

 ですから、目先のと言ったら失礼になり

ますけれども、２％がどうだとかいう議論

の前に、水道事業を継続して、いわゆる水

道法でいう清浄にして豊富低廉な水の安

定供給、これを実現するためにはどうある

べきかということをしっかりと議論をす

る中で、やはりその結論といいますのは、

先ほどから末永参事も申しております人・

物・金ですよね。いわゆる老朽化の問題、

人の技術の継承の問題、先ほど統合の話も

少し出ましたけれども、我々も職員の技術

の継承ができないからという理由では、こ

れはもうちょっと、なかなか耐えられない

ものがありますので、ここは何とかしてい

きたいと思いますけれども、先ほどもあり

ました１０年間で３００億円の投資、これ

はもう全然無理でございます、はっきり言

うて。 

 じゃあ、どうするのかといったときに、

少しでも節約をしながら、工夫をしながら、

それから優先順位、プライオリティをつけ

ながら現在の弱い箇所を、いわゆる基幹管

路をしっかりと耐震化をして、それから保

水をする施設、貯水施設ですね。タンクの

耐震化をして、災害時にも備えていく。そ

して、必要な更新費用につきましては、減

価償却費で過去３０年前に１億円でタン

クをつくりましたと。それが、例えば９

５％まで減価償却いたしますので、９，５

００万円回収できましたと。今、それが３

０年前と同じようにできますかといった

ら、到底できません。何倍もかかります。

そのかわり、物もよくなっておりますけれ

ども。 

 ですから、我々はやはり短期的ではなく

て、長期的、中期でもだめですね、長期的

な視点でもって水道事業を持続可能性の

あるものにしていかないかんという中で

は、やはり少しでも利益を出して、ここを

赤字に落とすということは、やはりそれだ

け資金もたまらない。我々は、やはり損益

の勘定を、いわゆる黒字を少しでも確保し
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ながら、それから、それをできるだけ投資

のほうに回せる分だけ確保したいんです

けれども、今後の状況を見ますと非常に厳

しい状況が続いておりますので。 

 今回も、平成３１年度の当初予算の中に

は平成３０年度の予定損益計算書が載っ

ておりますけれども、これは予算ベースで

すから不用額もありますので、利益はもう

少しふえるかと思いますけれども、やはり

しっかりと利益を確保して、それを処分を

して、投資財源に回すという安定したサイ

クルを確立していかないと、やはり持続可

能性がたもてないというふうに考えてお

りますので、我々は額の多寡によって、こ

れは還元するとか還元しないとか、値上げ

をするとか値下げをするとか、しないとか

という議論をするべきではないのではな

いかなと思っております。 

 あくまでも、需要者の皆さんにしっかり

と水を届けると、継続的な面を考慮して、

しっかりと取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今、部長からある意味厳しい、

お答えをいただいておるわけですけども、

この間の議論の中ではそういう角度でず

っと言われているのかなということは理

解しております。 

 ビジョンをつくって、この先の将来的な

ことを見通す中で、もちろん赤字をつくっ

たらだめだというようなことも、それはわ

かっているつもりでありますけれども。た

だ、以前からの議論の中でやりましたよう

に、消費税が最初に導入されたときには、

そういう分については、やっぱり市民の皆

さんにそれだけ負担をかけていいのかと

いうようなことも議論があって、据え置い

たこともあったかと思いますし。 

 今の時点で、本当に増税がどれだけ市民

生活に大きな負担になるのかということ

については、ここだけで話す問題じゃなく

て、最終、国での判断となってくるんだろ

うと思いますけれども、でも、そんな中で

それを丸々市民にお願いできるのかとい

うことの議論は、引き続きやっていきたい

というふうに思っています。 

 やっぱり影響が大きいというようなこ

とを、国も認識をしているからこそ、１

０％に引き上げる消費税の中で食料品に

ついては据え置くだとか、また還元するみ

たいなことも含めて言われているわけで

すよね。それなのに、電気もガスもそうで

すけれども、水道も、生活の中で本当に欠

かせない、そして命にかかわる、こういう

ライフラインに対しても増税ということ

については、やっぱりおかしいんじゃない

かなというようなことは、事あるところで、

私どもは言っていきたいなと思っており

ます。 

 そういった点では、ちょっとこの場でな

かなか見解の一致というようなことは得

られないかもしれませんけれども、もちろ

ん将来的に持続させていくということと、

極力値上げの時期はおくらせたいという

ようなことを以前からもおっしゃってこ

られた、そういう経緯からして、ご努力い

ただきたいということで、これは強く要望

しておきたいと思います。 

 あと、明和池公園の耐震性貯水槽ですが、

せっかく防災公園と位置づけてつくられ

て、その中で災害時に水をそこで供給でき

るようにつくられていますから、万が一に

も不備があったらだめというようなこと

で、この点については了解しました。 

 あと最後に、料金表の配布のほうになり
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ますね。これについては、どういうふうな

結果が出ても、全ての市民の皆さんにお知

らせするということで理解いたしました。 

 以前の配布の時期は、広報の全戸配布と

いうのはまだやられていなかった時期で

すよね。そういった意味では、より効率よ

く、お金もかからないというようなことも

含めて、市民の皆さんの目に届きやすい形

で取り組んでもらうように、これも要望と

して私の質問を終わっておきたいと思い

ます。 

○安藤薫委員長 次に、楢村委員。 

○楢村一臣委員 ほとんど質問が出たの

で、一つだけ言いたいんですけど。 

 今の料金表の全戸配布の件ですが、まず

予算概要と予算書を見てて、予算書の４３

ページの節１５委託料の真ん中に二つ、料

金表全戸配布委託料４７万６，０００円と、

検針業務委託料２，３１８万３，０００円

が載っています。 

 事業から言いますと、予算概要でいえば

水道料金等収納事業に料金表全戸配布委

託料があって、翌ページの検針事業と、事

業は別々に分かれているんですけども。予

算書を最初に見たときに、検針業務で回っ

ているのと、料金表を全戸配布するという

のが一緒にならんかと思ったんですよ。 

 今、弘委員のほうが質問されたので、中

身はかぶっているんですけども。林参事の

ほうから説明を受けていて、広報と同じや

り方で全戸に渡るようにということなん

ですけど。 

 三好委員のときの話にもあったように、

やっぱりどれぐらい見てもらえるのかが、

すごく大事なんではないかと思います。検

針の際に一緒に全戸に入れていくことに

ついて、何か工夫すれば、その形でできな

いのかなと、今、話を聞いてて思ったんで

すけど。 

 これが、一緒にするということで、この

４７万６，０００円の部分についても削減

は可能なのかなというふうに思っていま

して。できたらうまく１円でも削減できる

ような形で、できるだけ目の通るようなや

り方でやってもらいたいと思っています

ので、これは私からの要望とさせていただ

きます。 

○安藤薫委員長 ほかは、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○安藤薫委員長 それでは再開します。 

 次に、議案第３号及び議案第１２号の審

査を行います。 

 本２件について補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 議案第３号、平成３

１年度摂津市下水道事業会計予算につき

まして、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 予算書９４ページ、平成３１年度摂津市

下水道事業会計予算実施計画説明書をご

参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

下水道事業収益、項１営業収益、目１下水

道使用料は、前年度と同額の１８億５，０

００万円でございます。これは水需要が横

ばいとなっていることによるものでござ

います。 

 目２他会計負担金は、前年度に比べ、６，

６７０万１，０００円の減額でございます。

これは一般会計からの雨水処理にかかる

負担金の減少によるものでございます。 
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 目３受託事業収益は、前年度に比べ、１，

３１４万４，０００円の減額でございます。

これは雑排水管等管理事業の減少による

ものでございます。 

 目４その他営業収益は、前年度に比べ、

９万１，０００円の減額でございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は、

前年度に比べ、１億２，７３５万８，００

０円の減額でございます。これは一般会計

からの企業債利息などにかかる負担金の

減少によるものでございます。 

 目２長期前受金戻入は、前年度に比べ、

２６８万８，０００円の増額でございます。

これは補助金等の長期前受金について減

価償却費見合いを収益化しているもので

ございます。 

 目３建物物件収益は、前年度に比べ、４

５万４，０００円の増額でございます。 

 目４雑収益は、前年度に比べ、２，５３

９万８，０００円の減額でございます。こ

れは主に安威川流域下水道負担金精算返

戻金の減少によるものでございます。 

 次に収益的支出でございますが、款１下

水道事業費用、項１営業費用、目１管渠費

は、前年度に比べ２８１万１，０００円の

増額でございます。これは主に人件費の増

加によるものでございます。 

 ９６ページ、目２受託事業費は、前年度

に比べ、１，３１４万４，０００円の減額

でございます。これは主に雑排水管調査業

務委託料の減少によるものでございます。 

 ９８ページ、目３普及促進費は、前年度

に比べ２０万円の増額でございます。これ

は前納報奨金の増加によるものでござい

ます。 

 目４業務費は、前年度に比べ１１７万円

の増額でございます。これは下水道使用料

徴収事務委託料の増加によるものでござ

います。 

 目５費、総係費は、前年度に比べ４０４

万３，０００円の減額でございます。これ

は主に下水道ビジョン等策定委託料の減

少によるものでございます。 

 １００ページ、目６流域下水道管理費は、

前年度に比べ、９５７万円の減額でござい

ます。これは安威川流域下水道維持管理負

担金の減少によるものでございます。 

 目７減価償却費は、前年度に比べ、７２

５万８，０００円の増額でございます。こ

れは主に構築物の新設による増加でござ

います。 

 １０２ページ、項２営業外費用、目１支

払利息及び企業債取扱諸費は、前年度に比

べ１億２６１万５，０００円の減額でござ

います。これは企業債の利子償還金の減少

によるものでございます。 

 目２消費税は、前年度と同額でございま

す。 

 目３雑支出は、前年度に比べ６５万円の

増額でございます。 

 項３、目１予備費は、前年度と同額の６

００万円でございます。 

 続きまして、資本的収入でございますが、

款１資本的収入、項１、目１企業債は、前

年度に比べ、３億８００万円の増額でござ

います。これは公共下水道事業債の借り入

れ額の増加によるものでございます。 

 項２負担金等、目１公債費負担金は、前

年度に比べ、３０６万８，０００円の減額

でございます。これは吹田市からの企業債

元金償還負担金の減少によるものでござ

います。 

 目２受益者負担金は、前年度に比べ１３

０万８，０００円の増額でございます。こ

れは賦課対象面積の増加によるものでご

ざいます。 
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 目３工事負担金は、前年度に比べ、５，

２９９万円の増額でございます。これは三

箇牧鳥飼雨水幹線建設に伴う高槻市から

の負担金の増加によるものでございます。 

 項３、目１国庫補助金は、前年度に比べ、

５億７，９００万円の増額でございます。

これは交付対象事業費の増加によるもの

でございます。 

 項４、目１他会計負担金は、前年度に比

べ、３，０１３万２，０００円の増額でご

ざいます。これは一般会計からの元金償還

金にかかる負担金の増加によるものでご

ざいます。 

 項５、目１他会計補助金は、前年度に比

べ、１億２，６６１万７，０００円の増額

でございます。これは元金償還金の汚水分

にかかる一般会計からの補助金の増加に

よるものでございます。 

 項６、目１長期貸付金償還金は、前年度

に比べ、６１万４，０００円の減額でござ

います。これは水洗便所改造資金の貸付額

の減少によるものでございます。 

 １０４ページ、資本的支出で、款１資本

的支出、項１建設改良費、目１公共下水道

整備費は、前年度に比べ、１１億１，４５

４万３，０００円の増額でございます。こ

れは主に東別府雨水幹線建設負担金の増

加によるものでございます。 

 目２流域下水道整備費は、前年度に比べ、

１，５３４万９，０００円の増額でござい

ます。これは安威川流域下水道建設負担金

の増加によるものでございます。 

 目３固定資産取得費は、前年度に比べ、

３３４万８，０００円の減額でございます。

これは庁用器具費の減少によるものでご

ざいます。 

 項２、目１企業債償還金は、１億２，０

７２万５，０００円の減額でございます。 

 項３、目１長期貸付金は前年度と同額の

２５０万円でございます。 

 以上、平成３１年度摂津市下水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１２号、平成３０年

度摂津市下水道事業会計補正予算（第４号）

につきまして、目を追って主なものについ

て補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書７ページ、平成３０年度摂津

市下水道事業会計補正予算実施計画説明

書をご参照願います。 

 まず、収益的支出でございますが、款１

下水道事業費用、項１営業費用、目１管渠

費は、２，０７６万９，０００円の減額で、

これは主に工事請負費の減少によるもの

でございます。 

 目２受託事業費は２０４万２，０００円

の減額で、これは主に原材料費の減少によ

るものでございます。 

 目６流域下水道管理費は、５，９３４万

９，０００円の減額で、これは安威川流域

下水道維持管理負担金の減少によるもの

でございます。 

 項２営業外費用、目２消費税は、８３５

万９，０００円の増額で、工事費等の減少

に伴い、課税仕入れにかかる仮払い消費税

が減少するため、消費税及び地方消費税が

増加するものでございます。 

 次に資本的収入でございますが、款１資

本的収入、項１、目１企業債は、１，６２

０万円の減額で、これは公共下水道事業債

の減少によるものでございます。 

 次に資本的支出でございますが、７ペー

ジから８ページにかけまして、款１資本的

支出、項１建設改良費、目１公共下水道整

備費は、２，１４５万８，０００円の減額

で、これは主に工事設計外委託料の減少に

よるものでございます。 
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 目２流域下水道整備費は、１，３２２万

２，０００円の増額で、これは安威川流域

下水道建設負担金の増加によるものでご

ざいます。 

 目３固定資産取得費は、１４８万６，０

００円の減額で、これは庁用器具費の減少

によるものでございます。 

 以上、平成３０年度摂津市下水道事業会

計補正予算（第４号）の補足説明とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは３点だけ質問

させていただきます。 

 予算書の７４ページです。平成３１年度

摂津市下水道事業予定貸借対照表です。資

産の部なんですけど、先ほど山口部長から

も１００年先のこと考えていくべきとい

うようなお話があった中で、ハの構築物の

ところなんですけども、減価償却累計額が

かなりふえております。５２億円ほどある

状況の中で、この減価償却というのは、負

債ともとれるわけで、いつかはこの金額が

必要になってくる。ことしの分には結構な

金額の設備投資を予定してると思います

ので、去年の分と見比べると１４億円程度

構築物の資産がふえてますので、その分で

減価償却の累計額もふえてるというのは

ある程度は理解できます。やはり資産の老

朽化が見込まれると思うんですけども、そ

のあたり、現在、一般会計から２０億円ほ

ど下水道事業には投入されております。現

状赤字ではないといっても、一般会計の２

０億円がなければ、経営状態は恐らくもう

既に成り立たない状況だとは思います。 

 企業として、数年前からやられて、がら

っと立場が変わったと思いますが、その中

で通常減価償却とかいうのはため込んで

いったりするものだとは思うんですけど、

最初は恐らくゼロ円から始まったのかな

と。この急増する減価償却を、かなり厳し

い状況ですが、どういったふうに今後考え

られてらっしゃるのか。ただ一点、企業債

に関しては元金等も少し減ってるところ

もありますし、利息も昨年に比べ減ってま

すので、今を乗り切ればある程度よいとい

うところもあるかもしれませんが、そこに

関して、どういうふうに思われてるのか教

えてください。 

 ２点目、８８ページです。公共下水道整

備事業、東別府雨水幹線建設負担金で、平

成３０年度から債務負担行為でされてる

ものですけども、現状の進捗状況について

教えてください。 

 同じく１０３ページの三箇牧鳥飼雨水

幹線建設負担金ですけども、こちらについ

ても進行状況を教えていただければなと

思ってます。 

 以上、３点です。お願いします。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

質疑にお答えします。 

 予算書７４ページ、構築物減価償却費で

ございますが、その中で今後どのように考

えてるかというところございますが、一般

会計の繰り入れでございますが、現状、こ

の平成３１年度予算として２０億２，００

０万円というようなところでございます。

その中でいいますと、繰り入れ基準という

か、繰り入れ内容としまして、平成２９年

度から企業会計を進めてまいったところ

でございますが、当然、一般部局の経営状

況と、水道事業、下水道事業と、状況が見

えてきたのかなと。三好委員、危惧されて

る状況である、危険な状況、企業としては
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しんどい状況であるというとこでござい

ます。 

 一般会計からも２０億２，０００万円当

初予算、内容としまして、損益ベース、現

金ベース、両方ともぎりぎり黒字を確保で

きるような経営手法をとっているところ

でございます。 

 その中で言いましても、今後どのように

なっていくかといいますと、やはりこの２

０億円がここ数年続くのかなと。２０２１

年までなら大体２０億円から２１億円の

一般会計繰入金を得ながら、運営させてい

ただいたところでございます。 

 ただ、これから企業会計、これから工事

もございますんですけども、その辺で平成

３４年度以降は減価償却費と企業債関係

の比率は逆転する状況の中で、ある程度企

業債償還金、そしてまた繰入金の減少は可

能かなというところございます。当面、一

般会計の繰入金は同じようなペースでい

きたいという思いを持ってるところです。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 三好委員からの

２点、質疑にお答えさせていただきます。 

 まず第１点目、東別府雨水幹線の進捗状

況でございます。東別府雨水幹線につきま

しては、日本下水道事業団に委託を行い工

事を進めております。 

 進捗状況でございますけど、平成３０年

１２月２８日に契約に当たります下水道

事業団との協定を締結しております。その

協定に基づきまして、現在、日本下水道事

業団のほうで発注に向けた内部の手続が

進めておられるという状況でございます。 

 本市といたしましては、協定ではこの継

続費に沿った形、平成３３年度の完成を目

指すという形で事業を進めていただくよ

うに申し入れ、発注の手続が進めておられ

るという状況でございます。 

 ２点目の三箇牧鳥飼雨水幹線の現在の

進捗状況でございます。この工事につきま

しては、地中に障害物があったということ

で、工法の変更を行って進めており、現在

で、金額ベースでは、６割方完成しておる

という状況です。 

 具体的な進捗につきましては、補正をさ

せていただいた後に契約を変更し、推進工

につきましては、およそ３５０メートルの

内、今あと残り十数メートル残した状況に

なっております。ただし、そこにつきまし

ては変更に至った障害物がございますの

で、その間については一日１０センチメー

トル位とかそういうレベルでしか進まな

い部分に入ってますけど、現在は着実に前

進しておるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

２回目質問させていただきます。 

 厳しい状況、ぎりぎりの状況の中ではあ

るが、努力していただいて、少し希望は見

えてきているのかなと思います。企業債を

見る限り、元金が減っていますが、この先

金利が上がればとか、その辺を考慮してく

ると不安要素はかなりあるのかなと思い

ます。減価償却に関しても、先ほど山口部

長も言われましたけど、災害対策の耐震で

あるとか、新たな設備は高額でいい設備を、

ある程度基本的にはつけないといけない。

当たり前のようにつけないといけなくな

ってきてる中で、この水道、下水道事業を

維持していく。ライフラインですので、必

ずしていかなければならない。そのために

一般会計から繰り入れていると思うんで

すけども、貸借対照表を見る限りは、僕も
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この数年で推移を見させていただいてる

んですけど、はっきり言って、かなり厳し

い状況です。今後例えば大地震とかがあっ

て、管路が壊れてしまったりとかの場合に

ついては、恐らくここには入ってきてない。

そのときはまた特別な予算計上をしない

といけないと思いますので、それは対策し

ていただいてるとはいえ、１００％ではな

いと思いますので、そういった際に、少し

ずれてしまうとかなり厳しい。今後ももっ

ともっと厳しい状況になってくるのかな

という予想がされるので、一般会計から出

さないのが一番望ましい。さっき弘委員も

言ってたように、できるだけ料金を下げれ

るのが望ましいかもしれませんけど、一番

はやはりライフラインを確保するという

ことやと僕は思ってますんで、ちょっとこ

こはシビアに見詰めていただきたいです。

ぱっと見る限りは、黒字とはいっても、先

ほども言いましたけども、一般会計から出

てる限り、普通の企業でいえば、ただで２

０億円もらえることはないので、やはり厳

しい状況だと思います。ただ１００年後も

続けていかないといけない事業ですので、

やはりしっかりと見ていただいて、今後も

よろしくお願いしますということで、要望

として終わります。 

 ２点目です。東別府雨水幹線建設負担金

の分で、事業に関してですけども、計画ど

おり進んでるという認識でいいかなと思

います。今後も平成３３年度完成に向け、

進めていただくようにお願いします。進捗

状況についてはある程度理解しましたの

で大丈夫です。 

 三箇牧鳥飼雨水幹線に関しても、一部ち

ょっと想定外のことがあったとお聞きし

ましたが、ほぼほぼ計画どおりに進んでる

というような内容で理解しましたので、こ

れもまた頑張って進めていっていただく

よう、確認だけでしたので、以上です。 

 これで質問終わります。ありがとうござ

います。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは質問させていた

だきます。 

 予算書のほうになりますけども、６３ペ

ージになりますが、営業収益の件です。こ

れちょっと素朴な質問になるんですけど

も、先ほど上水道のほうで給水人口がふえ

て収益増になっておりますけども、下水の

ほうで２．８％の前年より減ということで、

利用者の増加にもかかわらず、下水のほう

では減少となっているその内容について

お尋ねしたいと思います。 

 続いて９４ページになりますけども、他

会計負担金ということなんですけども、こ

れ一般会計との関係だと思うんですけど

も、毎年増減をする根拠について教えてい

ただきたいと思います。 

 続いて１０２ページになりますけども、

国庫補助金がございますが、これは主に東

別府雨水幹線の件でしょうか。また、その

他ありましたら、教えていただきたいと思

います。 

 続きまして１０４ページになりますけ

ども、公共下水道整備費です。国庫補助金

とも関係があろうかと思いますけども、東

別府雨水幹線のことだと思いますが、その

ほかにございましたら教えてください。 

 続いて予算概要のほうになりますが、１

５０ページに雑排水管調査業務委託料と

いうのがございます。その内容について教

えていただきたいと思います。 

 最後に１５６ページに、人件費事業がご

ざいます。来年度は４名から３名というこ

とで減っておりますけども、その内容と、
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１名減になったことによる影響について

教えてください。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 ３点目の国庫補

助金の内容についてお答えさせていただ

きます。 

 国庫補助金につきましては、今年度６億

４，０００万円の予算計上となっておりま

す。その内訳といたしましては、一番大き

い部分につきまして、東別府雨水幹線、こ

の補助金が４億７，５００万円、三箇牧鳥

飼雨水幹線につきましては１億３，０００

万円、雨水管系のその他の枝線、小さい管

渠につきましては７００万円を計上して

おります。残り２，８００万円、これが汚

水整備にかかる国庫補助金となっており

ます。合わせまして６億４，０００万円の

国庫補助金となっております。 

 続きまして１０４ページの公共下水道

工事、これにつきましては内訳といたしま

しては三箇牧鳥飼雨水幹線の工事につき

まして３億円、その他の枝線工事が１億５，

７７０万円となっております。先ほど東別

府雨水幹線の費用ということであります

けど、これにつきましてはその下節２９の

負担金という形で計上しております。 

 予算概要の１５０ページ、雑排水管調査

委託の中身でございます。この調査につき

ましては、平成３０年度まで雑排水管のマ

ンホールの管口カメラと申しまして、入り

口から一定の距離が見えるカメラの調査

を進めてまいりまして、その調査と並行し

て雑排水管の台帳の整備を進めてまいり

ました。 

 この調査の中で、状態の悪い部分、管口

で、全体に被害が及んでいる可能性のある

部分につきまして、平成３１年度におきま

して、今度テレビカメラ、管の中を全部通

すような調査を実施する、その予算を計上

させていただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員の１回

目の質疑にお答えします。 

 予算書の６３ページでございます。営業

収益の減少でございます。営業収益の減少

でございますが、営業収益でございますの

で、下水道使用料等と、下水道事業の営業

という形でございます。 

 減少の主な理由としましては、一つは他

会計負担金、雨水処理負担金の減少と、受

託事業収益の減少というところでござい

ます。ここの分、両方にとりましては雨水

処理負担金は、雨水に関しましては公費、

汚水に関しては私費という形でございま

す。雨水に対する費用が減少したというと

ころでございます。 

 それと受託事業収益につきましても、雑

排水管事業受託収益、これも雑排水管につ

きましては一般部局のほうの負担という

形、受託事業でございますので、こちらで

いうと歳出でございましたのは受託事業

と同額にはなってるかと思いますが、その

分は減少したというところでございます。 

 それと２番目の９４ページの他会計負

担金。先ほど今もお話しさせていただきま

したとおり、他会計負担金は営業収益と営

業外収益がございます。営業収益の他会計

負担金につきましては、先ほどお話しさせ

てもらった雨水処理負担金でございます。

その中で雨水処理に対して、維持管理費、

減価償却費、企業債の利息と、第３条で利

息のほうは計上するところでございます。

その中で維持管理費につきましては雨水、

汚水で３３対６７、減価償却につきまして
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は４２対５８の比率で案分しながら雨水

処理負担を決定しているところでござい

ます。 

 それと、営業外の収益の一般会計負担金

でございますが、ここの内容につきまして

は、これも国の基準と申しますか、その中

で水質規制に関してとか、水洗便所の促進

費とか、そういうところが一般会計の負担

をするというような内容が、９項目ほどあ

るかと思いますけど、その中の一般会計の

負担分を計上しているところでございま

す。そこの分につきましても減少してると

いうところでございます。 

 それと最後、整備費の人件費でございま

すが、一人減少してるというところで、こ

この分につきましては、総額の中でいいま

すと予算書の８１ページに人事関係の異

動の内容を含めて書かせていただいてい

るかと思うんですけど、下水道分におきま

して、いろいろ事業の進捗状況とか、執行

状況とか精査し直しする中で、人事異動の

人事権はございませんので、人事的な動き

につきましては経営企画課のほうで承知

してるところなんですが、現在、今回のビ

ジョン等々でやってる中で、たな卸しを精

査する中で言いますと、やはり整備係、三

箇牧、東別府というところが終わってくる

と、設計のほうよりもやはり維持管理の時

代、これから維持管理の時代でございます。

昨年度も新規採用職員、お預かりしている

状況の中で、職員の育成も含めて、チーム

としてどのように活動していくかという

ところは精査する中では現状では整備係

というか、整備費よりも維持管理の管理係

のほう、そちらのほうに人間をシフトして

というところで管渠費のほうが１名増に、

整備費のほうは１名減になってる。相殺し

ているということです。 

 以上でございます 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 １点目の営業収益の減に

ついては理解できました。どうしても雨水

処理負担金の件と、それから市からの受託

の件と、両方あわせもっていろんな数字が

出ますので、なかなか見えづらい部分もあ

るんですけども、他会計負担金、また国庫

補助金についても理解ができました。国庫

補助金の雨水部分が２億８，０００万円と

いうことでありますけども、これは恐らく

計画を立てて進めているところの工事で

あると思います。 

 公共下水道整備費については、東別府雨

水幹線はこれは別の項目でやるというこ

とで理解ができました。 

 ちょっと、補正のところで一点質問抜け

てしまったんですけども、安威川流域下水

道建設負担金が今回増額になっています

けども、この理由について教えていただけ

たら助かります。 

 続きまして、雑排水管調査業務委託料で

ありますけども、テレビカメラ等を活用し

まして管渠の傷みを調査するということ

で理解ができました。 

 昨年だったと思いますけども、委員会視

察で射水市のほうに参りまして、今後の整

備計画とかも見せていただいたんですけ

ども、管の老朽度合いとそれから整備の重

要度合い等を加味した、二次元、三次元の

プライオリティの組み立てをしておられ

ました。また、そういう根拠になる調査だ

と思いますけども、しっかりその辺、必要

なところにいち早く手が届くようにお願

いをしたいというように思います。 

 あと一点、人件費の事業でございますけ

ども、軸足が雨水整備から維持管理のほう

に移動していくということでありますけ
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ども、決して余裕がある人員ではないと思

いますので、しっかり市長部局とも密に相

談していただいて、現場で負担があったり、

大事なところの漏れがないように、粘り強

く組み立てていただきたいなと思います。 

 ２回目、以上です。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 水谷委員の２回

目、補正についての質疑にお答えさせてい

ただきます。 

 安威川流域下水道建設負担金の増につ

きましては、平成３０年度、国庫補助金の

二次補正がございました。流域下水道につ

きましても老朽化が進んでおるというこ

とで、その改築についても計画的に進めて

おられる状況で年次計画は組まれており

ます。その中で、二次補正がついたという

ことで、前倒しで整備をするという形にな

りまして、今回、摂津市の負担金が増にな

ったために、今回補正をお願いするもので

ございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 安威川流域のほうは内容

が理解できました。細かい内容はあると思

うんですけど、せっかく補正になってます

ので、本当にしてほしいところに手が届く

ように、注視していただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 続いて、弘委員。 

○弘豊委員 それでは、続きまして質問さ

せていただきたいと思います。もう重なる

部分の質問については避けて、２点お聞き

しておきたいと思います。 

 １点目は、水洗化促進事業ということで、

下水道接続、トイレの水洗化を進めていく

という取り組みの中で、年々、少しずつ少

しずつと努力をされてきてるとは思うん

ですけれども、平成３１年度、どういった

動きになっていくのか、お聞きしておきた

いと思います。 

 それともう一つについては、近年、水災

害が続いてて、とりわけ豪雨や大雨にかか

わっては雨水排除というような点は下水

のほうが担当になるのかなと思うのです

けれども、河川の管理等での水みどり課と

の動きの連携といいますか、どんな感じで

取り組んでこられているのか。以前だった

ら、雨が降ってあふれそうだといったら、

下水道事業課だというように、市民の皆さ

んに周知されてると思うんですけれども、

そこらあたりの点で聞いておきたいと思

います。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 弘委員の質疑に

お答えさせていただきます。 

 まず、水洗化促進事業の平成３１年度の

取り組みということでございますけど、こ

れにつきましては引き続きこれまでと同

じことをこつこつと続けていくという形

になっていくかと思います。 

 平成２９年度末現在ですけど、下水道の

人口整備率、普及率につきましては９９．

１％、水洗化率については９５．６％とい

うことで、残りにつきましては、わずかに

なってきているという状況で、この中につ

きましては、これまでもお話させていただ

いておりますけど、浄化槽を設置しまだ耐

用年数を迎えてない。あと借家等であって、

自力では切りかえできないというところ

が残ってきているという状況で、近隣から

苦情があったところにつきましては、大家

のほうに切りかえのお願いを行くとか、こ

れを引き続き続けていって、接続率をでき

るだけ１００％に近づけるという努力を

していきたいなと思っております。 
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 あと雨水の排除につきましてでござい

ます。 

 基本的には、水みどり課につきましては、

河川とか水路、用水路とかを管理する形に

なっております。ただし、摂津市の安威川

以南につきましては、用水路等の力を借り

ないと雨水が完全に排除できないという

状況でございますので、この連携という形

では、防災対応時の初期防災という班を組

んでおります。この中では、大雨が降った

ときについては、上下水道部の職員、水み

どり課の職員、建設部の職員、あと総務部、

防災管財課もですけど、そこの各部連携し

た形で、内水の洪水が起こらないような形

での行動をとる連携をとっておるという

状況でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 １点目の水洗化の問題です

けれども、これまでも下水道の接続を進め

ていくに当たって、もうまとまったところ

は、大きな管はつながっているというよう

な状況の中で、水洗化されていないところ

は個別にあちこちに点在しているので、訪

問したり、声かけしながら進めるというよ

うなことだったのかなと思っています。最

近感じていることの一つに、老朽化した賃

貸とかの住宅が、去年の地震なり、その後

の台風なりで、入居者の方たちもどんどん

と出ていく必要がでてきて、正雀近辺でも、

これまでくみ取りだなと思ってたところ

なんかが、空き家になっていっている、そ

ういう状態が多いのかなと思ってます。 

 建てかえになったら、必然的に下水に接

続していくということでよいのか、建てか

えの際にも、やっぱりアプローチかけて、

つないでもらえるように確認をとってい

かないといけないのか、そこらあたりの動

きについて、お聞かせいただけたらなと思

います。 

 それと、浄化槽汚泥や市の処理のほうは、

環境部というようなことになっているわ

けですけれども、やはり量は少なくはなっ

ていっているけれども、遠くまで持ってい

かないかんということで、コストは上がっ

ていくという中で、やはり、そこを解消し

ていくという、取り組みというようなこと

は、こちらがその部署になっていくわけで

すよね。その中で、ふだん処理のところは

環境部のほうがずっと回っていってるわ

けですけれども、そちらのほうからのアプ

ローチとかいうのもあるのかな、どうなの

かなということについて、お聞きしておき

たいなと思います。 

 それと、もう一点の雨水排除の関係です

けれども、この点、内水での浸水被害とい

うことの想定を、以前マップで見せていた

だいたんですけれども、その側溝とかでい

ろいろとやっていかないといけない場所

があるというのは、担当は水みどり課にな

るのか、それともここでそれは計画を立て

てやっていってるのか、そこの点を確認の

意味で、もう一度お聞かせいただきたいな

と思ってます。 

 それから、警戒時には、初期防災班がつ

くられて、一緒に動いて、ポンプの稼働で

あったりとか、必要に応じて土のうや、い

ろんな手だてを打っていくというような

ことについては、やっぱり部署を超えて連

携して、取り組んでいっていただいてると

今お聞きして、なるほどというふうに思っ

ています。雨水幹線は、東別府、それから

三箇牧鳥飼と大きなところでは進めてい

っているということと、あわせて、それ以

外の課題になってるところの進捗状況を

教えていただけたらなと思います。 
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 ２回目は以上です。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 弘委員からの２

回目の質疑にお答えさせていただきます。 

 まず、水洗化につきましてのお問いでご

ざいます。 

 まず、水洗化の中の１点目でございます。

建物の建替時につきまして、それがもとも

とくみ取りや浄化槽であった建物につき

ましても、下水道の整備区域につきまして

は、新たな建物を建てるときにつきまして

は、下水道に接続していただくというのが

決まりでございます。もし建替になった場

合につきましては、全て下水道につながっ

た建物が新たに建つという形になってま

いります。 

 あと、現在のくみ取りとか浄化槽汚泥の

取り扱いにつきましては、環境政策課のほ

うで行っておる状況でございます。ただし、

私どもの下水道事業課と環境政策課につ

きましては、常に浄化槽の最終のくみ取り

とか、そういう情報のやりとりはしており

まして、あと、浄化槽につきましての苦情

等につきましても、環境政策課と共に現地

に行って、つなぎかえの啓発を行うとか、

そういう連携をした形で常日ごろから動

いておる状況でございます。 

 もう一点目、雨水についての内水につい

ての整備計画でございます。 

 あくまでも、内水の雨水の計画につきま

しては、下水道のほうで計画していくこと

になってまいります。現在、委員がおっし

ゃられたとおり、三箇牧鳥飼雨水幹線及び

東別府雨水幹線の工事を進めておる状況

でございますけど、これまでも申し上げて

きたとおり、東別府につきましては、幹線

ができましても枝線が整備できないと機

能を発しないということがございまして、

今回、調査費委託料の中に、一部雨水に関

しての計画が含まれております。これにつ

きましては、東別府につきましては、今回

新たに整備する管渠と、一定、水路につい

ても、両方で機能させるという計画でござ

います。引き続き、枝線の整備していくが

ために、今の水路の持つ能力について再調

査をするという形で、調査の委託料を要求

させていただいておるという状況でござ

います。 

 雨水の整備計画に関してでございます

けど、内水のハザードマップの危険箇所に

つきましては、地域の状況等勘案して、あ

とハザードマップは、あくまでも一定の条

件時に浸水する可能性があるという地図

でございますけど、実際に浸水した地域と

か、その辺の情報、状況を勘案した中で、

順次整備していくという計画でございま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 水洗化の促進のことについ

ては、よく理解できました。やはりこれま

でずっと続けてきている取り組みを今後

も継続して、一日も早く普及率も１００％

にしていくというようなことが求められ

ているのかなというようなことを強く感

じています。 

 去年、初めてつくっていただいた分の中

に、下水道の年表、年報も出していただい

ていて、そこに安威川流域の各市の人口普

及率であったり、面積普及率であったり、

そういう下水道の接続などについての表

も載せていただいてて、なるほど摂津市も

頑張ってるなというようなことは認識し

てますけれども、ぜひ１００％に近づけて

いっていただきたいなと思いました。 

 もう一点の雨水排除の点ですね。こちら
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もご努力されて、大きな幹線では、課題を

一つ一つクリアしていく段階だというこ

とですが、その後の枝線のところでも、や

っぱり予算も大きくかかってくるんだろ

うなとは感じました。 

 実際に、去年の西日本豪雨にしても、大

阪府は上のほうをかすめるような形であ

ったわけですけれども、ただ、ちょっとず

れれば、もう摂津市が大きな被害に遭って

いたと思いますし、河川等々と合わせて、

やっぱり内水の点でも、以前示していただ

いた内水ハザードマップでの課題につい

て、前向きに進めていってもらうことも、

強く要望しておきたいと思います。 

 私からは、以上です。 

○安藤薫委員長 ほかはいかがですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第３０号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質疑のある方。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 次に、議案第３１号の審査を行います。 

 本件についても、補足説明を省略して質

疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 先ほど、水道の会計の中で、

いろいろと質問はさせていただきました

ので、再度確認という意味でお聞きしてお

きたいと思うんですけれども、今回、消費

税分を８％から１０％に乗ずる率を改め

るということでのこの条例でありますが、

これは、市町村がこういう条例を決めなけ

れば、そのままでも構わないという判断で

いいのかどうか、その点について聞いてお

きたいと思います。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 消費税、市町村で

の形でということでございますが、水道料

金の料金表の表現の仕方ではあるかと思

うんですけども、摂津市の場合、消費税に

ついては、１００分１０８、１００分の１

１０という表現の方法をとらせていただ

いています。また市町村によっては、消費

税を転嫁する市町村が、消費税法を参照と

いうふうな結びつけを持っている市町村

のほうが、大阪府下では４３団体中２９団

体は、そういうふうな方法。ですから、な

条例改正に議案としては挙がってこない

のかなというところで、摂津市の場合、今

のところ消費税が上がることになりまし

たら、この条例改正案を提示しながら、丁

寧にご説明のほうは、議会に向けても、市

民に向けてもしていきたいなというふう

に考えているところではございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 国のほうでは、消費税率を改

めることについて、いろいろと項目によっ

ては、税率を据え置くというようなことも

あったかと思うんですけれども、それを、

例えば電気だったりガスだったり、水道に

ついて、それそのままの税率に据え置くと

いうように、条例として市が判断ができる

という解釈でよいのかどうかということ

をもう一度聞いておきたいというのが、１

点。 

 それと、今回、国の最終的な政府予算の

採決は、まだされてないのかなと思うので

すけれども、この判断についても、いろい

ろとやっぱり議論がされている最中だと
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いうように思うんですね。今回この条例を、

この今の議会で、成立させないといけない

のかなということについて、１０月１日か

らの増税は、時期的には示されているわけ

だから、次の６月議会での決定でもよいの

じゃないのかなということも、感じたりす

るんですけれども、そこらあたり、お答え

できたらお願いしたいと思います。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 お答えさせてい

ただきます。 

 水道、電気、ガスの公共料金への消費税

転嫁の問題でございますが、国会のほうで

審議なされている中の、読み取りで言いま

すと、水道料金、下水道料金は、消費税転

嫁１０％、今現状ではですね。消費税法の

問題でもございますので、そこはもう変え

られないのかな。ただ、あえて経過措置と

いうところ、２か月分、今回の条例改正の

附則にはつけてるかと思うんですけども、

経過措置として、１０月いっぱいまでの検

針分というような経過措置は盛り込まれ

ているというところではございます。 

 それと、もう一点、国の予算の問題、条

例について、なぜこの３月議会でするのか

というところではございますが、この議案

第３１号について、平成２８年の１１月、

平成２８年でございますが、１１月に公布

された消費税の１０％、また、平成３１年

１０月１日、消費税率が水道料金、下水道

料金の割合を８％から１０％に上げると

他市の状況も含めながら検討し、本市独自

でも検討させていただいたところではご

ざいますが、当然、先ほど委員からもござ

いましたけど、料金課長から説明しました

周知ビラを作成すると。市民に対しても周

知する期間が必要であるというところで

はございます。 

 そして、また周知期間とともに、平成３

１年度予算についても、消費税の改定が含

まれているというところが、予算の整合性

を図るために、今回の３月議会に上程した

というところでございます。 

 他市の状況も含めましてお話しますと、

大阪府下では、１から２事業体ですね。２

事業体だけは、６月議会でと。ほかの市町

村、４１市町村については、この３月議会

で、市民との周知期間、消費税法、いろん

な部門があると思うんですけども、水道、

下水道料金をどういうふうに、ただ８％か

ら１０％に上がるのはなかなか見えづら

いと。先ほどの周知方法でもあったと思う

んですけども、その辺で料金がいくらにな

るというところ、この間進めてまいりたい

と考えているところではございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 ちょっと一部だけ

補足をしておきたいと思います。 

 今、弘委員のほうから、別に条例これ上

げなくてもいいんですかという質疑があ

りましたので、そのことだけにお答えを申

し上げます。 

 上げる義務はございませんけれども、納

税義務はございますので、我々は、条例改

正しなかったとしても、そのときは８％相

当分しか入ってこないわけですから、あと

２％相当分の仮受の消費税の部分と、あと

仮払いの部分を差し引きした分について

は納税義務がございますので、その分は確

実にふえるということでございます。 

 そのようにすれば、市民の皆さんへの転

嫁は避けられるんですけれども、これは手

続的には、極めて不適切なやり方であると

思いますので、水道料金、下水道料金とも、

これは性格的に言いましたら、時効の問題
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とかでは、水道料金、これは私法債権だと

か言われてますけれども、通常、この上下

水道料金につきましては、公の施設の使用

料でございますから、そうしますと、自治

法の中で、公の施設の使用料につきまして

は、条例でこれを定めるというふうになっ

てございますので、やはり今回の分につい

て、１０％にしようとした場合につきまし

ては、それも含めて、公の使用料というこ

とでございますので、今回、給水条例、そ

れから下水道条例の改正をさせていただ

くということでございますので、よろしく

お願いします。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 本来だったら、国がこういう

増税をやらなかったらということを多く

の国民が思ってると思うし、市民の皆さん

からもそんな声があがってるというふう

に理解しています。 

 そんな中でも、とりわけ、ライフライン

にかかわるようなこういったところまで

課税対象になっているというようなこと

とかも、ここで議論するよりも、国でやら

なければならない話なんだろうなと思っ

ています。 

 そんな中で、やっぱり今回出てきている

この問題、今の時点で本当にやってしまっ

ていいのかということなんかも含めて、こ

の議案については、賛成できないなという

ことを意見として述べておきたいと思い

ます。 

○安藤薫委員長 ほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第３２号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 １点だけ確認で、お聞きして

おきたいと思います。 

 今回、いわゆる大学、専門学校、そうい

ったものとは別に、新たな技術なり、資格

を習得できる学校ができるんだというこ

とで、この条例の文言が変わるというふう

に理解しているんですけれども、そういっ

た機関が、計画として、大阪府なり本市に

かかわるようなところとかにできるよう

な動きがあるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 今回、学校教育法

の改正に伴いまして、条文の変更をさせて

いただくということでございます。 

 この専門職大学でございますが、その特

質上、専門職大学につきましては、特に前

期課程と後期課程と二つ、例えば、前期課

程を２年間勉強して、１回学校を休学とい

う形もしながら、働きながら、また復学が

できるとか、特に高校卒業時点の中で、将

来像がはっきりと見えてる方が、特に専門

職大学を選ぶ、ただ、これは水道の内容で

一般会計でもあったかと思うんですけど

も、摂津市内の大学が専門職大学の課程に

入っているか、私もその辺が情報収集に欠

けているところでございますけども、ただ、

専門職大学、俗に言う短期大学の条文の追

加内容にはなっているかと思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 これからできる制度みたい

な部分はあるのかなというふうに思って

るんですけれども、専門職大学という位置

づけの中で、水道技術者を養成するような

ものが、摂津市にはなかなかないにしても、
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大阪府、関西圏、そういったところにどん

なふうにできるのかなというのは、今後し

っかり見守っていく必要があるのかなと

も思いますし、技術系の職員の採用とか、

人事の件はここで言うべきではないのか

もしれませんけれども、しっかりと動向を

見ていくことが大事なのかなということ

を感じたので、述べておきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後４時３８分 休憩） 

（午後４時４０分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第２５号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 この議案第２５号にかかわ

って、この放課後児童健全育成事業の条例

の中で、専門学校、大学との中間的な専門

職大学というのが、国の方策の中で位置づ

けられてるということで、その文言が盛り

込まれるということだと思うのですけれ

ども、大阪府なり関西圏なりで、こういう

ふうな学校がもう既につくられるような

動きがあるのかどうか、そういったことを

もし把握しておられるようでしたら、お聞

きしたいと思います。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 専門職大学に

ついてでございます。 

 平成３１年の４月から創設ということ

で、平成３０年の１１月現在でございます

けども、三つございまして、高知でのリハ

ビリテーションの専門職大学というもの

と、あと大阪府内にも、国際ファッション

専門職大学、また東京のほうでヤマザキ動

物看護専門職短期大学と、その三つが４月

から開校されるというふうに聞いてござ

います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今お聞きした中では、当面は、

この放課後児童健全育成事業にかかわる

動きはないのかなとは感じたのですが、た

だ、国の制度でこういうものがつくられて、

条例で今回定める動きになっている背景

には、やっぱり保育士であったり、指導員

であったり、そういった専門職の育成とい

うようなことが課題になっているからだ

と思います。そういった点では、当面は動

きがないということですけれども、そうい

ったのもしっかりと動きを注視してもら

って、摂津市の中でも今後どうこれが活用

できるのか、その点については把握してい

ってもらえたらと思います。 

 以上としておきたいと思います。 

○安藤薫委員長 ほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第２６号の審査を行います。 

 本件につきましても、補足説明を省略し

て、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後４時４４分 休憩） 

（午後４時４６分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 討論に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決い

たします。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１０号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

本日の委員会は、この程度にとどめて散

会をいたします。 

（午後４時４９分 散会） 
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